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１ 策定の背景【国の障害福祉をめぐる動向】          

平成１８年に、身体障害、知的障害、精神障害の３障害の福祉施策を一元

化する障害者自立支援法が施行され、制度の抜本的な見直しが行われて以降、

同年に国連総会で採択された障害者権利条約の批准に向けた法整備が次々と

行われ、平成２６年１月に批准されました。 

これにより、障害者の人権及び基本的自由の実現に向けた取組が一層強化

されています。 

 

○ 障害者基本法の改正（平成２３年８月） 

すべての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有

するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念と相互に

人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の

自立及び社会参加の支援等の施策の基本原則と基本となる事項を定め、

施策を総合的かつ計画的に推進するとの目的が規定されました。  

また、障害の種類を従来の３障害（身体障害、知的障害、精神障害）

から、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身

の機能の障害に拡大するとともに、日常生活または社会生活において障

害者が受ける制限は、社会のあり方との関係によって生じるといういわ

ゆる社会モデルに基づく障害者の概念が盛り込まれました。 

 

○ 障害者虐待防止法の施行（平成２４年１０月） 

虐待を受けた障害者に対する保護、養護者に対する支援のための措置

等を定めることにより、障害者虐待の防止等に関する施策を促進し、障

害者の権利利益の擁護に資することを目的としています。 

 

○ 障害者総合支援法の施行（平成２５年４月） 

障害者自立支援法から名称が変更され、支援の対象として難病の患者 

を新たに加えました。基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわ

しい日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉

サービス、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害

者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国

民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の
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実現に寄与することを目的とすると規定されています。 

 

○ 障害者優先調達推進法の施行（平成２５年４月） 

障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項を定める

ことによって、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進

を図ることを目的とした法律です。障害者就労施設で就労する障害者の

自立が促進されることを目指しています。 

 

○ 障害者差別解消法の施行（平成２８年４月） 

国や地方公共団体等において、障害を理由として差別することその他 

の権利利益を侵害する行為を禁止するとともに、障害を理由とする差別

を解消するための措置に取り組むことについて規定されています。 

 

○ 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の施行（平成３０年６月） 

障害者による文化芸術活動の推進に関し、基本理念、基本計画の策定

その他の基本となる事項を定めることにより、障害者による文化芸術活

動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、文化芸術活動を通

じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ります。 

 

○ 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の施行(令和元年６月) 

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、視覚障害者等の読書環

境の整備を総合的かつ計画的に推進し、障害の有無にかかわらず全ての

国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができ

る社会の実現を目指します。 

 

○ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行 

(令和３年９月) 

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、基本理念を定め、

保育及び教育の拡充に係る施策や医療的ケア児支援センターの指定等に

ついて定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、

その家族の離職の防止に資し、安心して子どもを生み、育てることがで

きる社会の実現を目指します。 

 

○ こども家庭庁設置法の施行（令和５年４月） 

こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上、こどもの

健やかな成長及び子育てに対する支援、こどもの権利利益の擁護などを

任務とするこども家庭庁の設置により、こどもが自立した個人としてひ

としく健やかに成長することのできる社会の実現を目指します。 
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２ 計画の位置づけ                      

「岡山市障害者プラン」及び「第７期期岡山市障害福祉計画」「第３期岡山

市障害児福祉計画」は、岡山市の中長期的なまちづくりの指針である「岡山

市第六次総合計画」と保健・医療・福祉分野だけではなく、その他の関連分

野の計画と連動して総合的に地域共生社会を推進するための「岡山市地域共

生社会推進計画（地域福祉計画）」を上位計画とします。 

「岡山市障害者プラン」については、障害者基本法に基づき、国の障害者

計画と岡山県の障害者計画を基本とし、本市の状況を踏まえ、障害者施策全

般を総合的に推進しようとするものです。 

また、「第７期岡山市障害福祉計画」「第３期岡山市障害児福祉計画」は、

障害者総合支援法に基づき、障害児者に対する施策のうちでも特に身近で重

要なサービスである障害福祉サービスや障害児に対するサービス、相談支援

及び地域生活支援事業について、目標、必要な量の見込み及び見込量確保の

ための方策等を定めるものです。前期から児童福祉法の改正により「障害児

福祉計画」を定めることとなっています。障害児に対する支援については、

障害福祉計画に定める内容もあり、障害者に対する支援と一連のものである

ことから、「第７期岡山市障害福祉計画・第３期岡山市障害児福祉計画」とし

て一体的に策定します。 

 

 

３ 計画の期間                        

「岡山市障害者プラン」については、令和３年度から令和８年度までの６

年間を計画期間として策定しているところですが、今回、「第７期岡山市障害

福祉計画・第３期岡山市障害児福祉計画」を策定するにあたり、中間見直し

を行います。また、「第７期岡山市障害福祉計画・第３期岡山市障害児福祉計

画」については、令和６年度から令和８年度までの３年間とします。 
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４ 基本理念                         

障害者基本法の目的及び基本原則、障害者総合支援法の目的及び基本理念

に基づき、次のとおり基本理念を定めます。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

障害についての理解や知識の普及啓発に努めるとともに、障害のある人が

日常生活や社会生活を送っていくうえで制約となっていることや障害を原

因とした差別の解消に努めます。 

障害のある人がそれぞれ社会を構成する一員として社会、経済、文化その

他あらゆる活動に参加する機会が確保されるとともに、自らの意思に基づい

て地域での自立した生活を送っていけるよう支援します。 

障害の有無にかかわらず、一人一人の人格と個性が尊重され、それぞれの

能力を発揮しながら、地域社会において共に暮らしていくことができるまち

づくりを目指します。 

【基本理念１】障害のある人もない人も共に支えあって暮らすまちづくり 

【基本理念３】障害を理由とする差別や社会的障壁の解消 

 

【基本理念２】障害のある人の社会参加と自立の促進 
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 この項目では、岡山市の障害者施策全般について、分野別に施策の基本的な

方向を定めます。 

 分野別の項目は次のとおりです。 

 

１ 安全・安心な生活環境の整備 

 （１）住宅の確保 

 （２）移動しやすい環境の整備 

 （３）公共施設等生活関連施設のバリアフリー化の推進 

 （４）公共交通機関のバリアフリー化の推進 

２ 情報の利用しやすさの向上及び意思疎通支援の充実 

（１）情報提供の充実 

 （２）意思疎通支援の充実 

３ 防災、防犯等の推進 

 （１）防災対策の推進 

 （２）感染症対策の推進 

 （３）日常生活の安全・安心の確保 

４ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

 （１）障害についての啓発の推進 

 （２）当事者活動等への支援 

 （３）権利擁護の推進 

 （４）虐待防止 

 （５）障害者差別解消法 

５ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

（１）相談支援体制の充実 

（２）専門的な相談支援 

 （３）障害福祉サービス等の充実 

 岡山市障害者プラン 

 

 
第２部 
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（４）日常生活の支援の充実 

（５）障害のある子どもに対する支援の充実 

６ 保健・医療の推進 

 （１）健康の保持増進・障害の原因となる疾病等の予防・治療・支援 

（２）健康づくりの推進 

（３）保健・医療サービスの保障 

（４）精神障害者の相談・治療、地域移行・地域定着支援体制の充実 

（５）多面的なかかわりを要する障害者等への支援 

７ 雇用・就業、経済的支援 

 （１）一般就労・職場定着支援の推進 

 （２）障害者就労施設で働く障害者の工賃向上 

 （３）関係機関、関係団体との連携 

 （４）経済的支援 

８ 教育の振興 

 （１）就学相談体制の整備 

（２）医療・保健福祉・教育の連携による相談体制、一貫した支援体制づくり 

（３）教育環境の整備 

（４）一人一人のニーズに応じた教育内容の充実 

 

９ 文化芸術活動・スポーツの振興 

 （１）文化芸術活動の充実に向けた社会環境の整備 

（２）スポーツに親しめる環境の整備 
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１ 安全・安心な生活環境の整備                               

  

 

○ 「誰もが自分らしく安心・快適に暮らせるユニバーサルデザイン・共生

のまちづくり」を基本理念として掲げ、障害の有無や年齢、言語等に関わ

りなく、あらゆる人が互いの人権や尊厳を大切にして支え合い、いきいき

と活躍しながら、安心・快適に暮らせるまちの実現をめざし、「岡山市ユニ

バーサルデザイン・共生社会推進基本方針」を平成３１年３月に策定しま

した。 

○ また、平成３０年度のバリアフリー法の一部改正を踏まえ、面的・一体

的なバリアフリー化の推進を図るため、移動等円滑化促進方針と移動等円

滑化基本構想を示す「岡山市バリアフリー基本計画」を令和４年３月に策

定しました。 

○ 障害者がそれぞれの地域で安全に安心して暮らしていくためには、生活

の基盤である住宅が、障害があっても暮らしやすいものとなっていること、

外出が容易にできる状況にあるかどうかということなどが重要です。 

「福祉に関するアンケート調査」で、地域生活で必要と思う支援をたず

ねた設問（問２２）では、「障害者に適した住居の確保」（約３１％）、「外

出（移動）手段の確保」（約３９％）との回答がありました。 

○ 個別の住宅について、特に身体障害者に対してはユニバーサルデザイン

に基づいた視点が大切です。 

○ 住宅の確保については、障害者等の世帯は、賃貸住宅市場から敬遠され

ることがあり、自立した生活を営むことの妨げとなっているケースがあり

ます。 

 ○ 「福祉に関するアンケート調査」で、外出するときに困ることは何かを

たずねた設問（問２７）では、身体障害者は「道路や駅に階段や段差が多

い」（約２８％）、「列車やバスの乗り降りが困難」（約２７％）、「外出先の

建物の設備が不便」（約２５％）といった回答が多く、知的障害者・発達障

害者は「困ったときにどうすればいいのか心配」（知的障害者は約３８％・

発達障害者は約５０％）という回答が最も多くなっています。 

 ○ 道路や公共交通機関が整備され、また、ユニバーサルデザインやバリア

フリー化により、誰もが不自由なく行動できるような交通空間を作ってい

く必要があるとともに、視覚障害者に対する同行援護、知的障害者・精神

障害者に対する行動援護といった障害福祉サービスについても、必要な量

が確保される必要があります。 

  

（１）住宅の確保 

現状と課題 
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    障害者が生活しやすい住宅の整備を進めるとともに、市営住宅におけ

る入居選考時の優遇措置、住宅セーフティネット法に基づく住宅確保要

配慮者向け賃貸住宅の登録及び紹介を行い、住宅についての情報提供の

充実など障害者が良好な住宅環境で暮らせるよう支援します。 

   ＜具体的な施策＞ 

・市営住宅の入居者選考時に障害者に対する優遇措置を行います。 

・下肢障害者向け市営住宅の整備に努めます。 

・岡山市営住宅バリアフリー化リフォーム事業を推進します。 

・身体機能の低下や身体の障害のために、日常生活に介助を要する障害

が自宅において暮らしやすい生活ができるよう、住宅を改造する場合

にその費用の一部を助成します。（すこやか住宅リフォーム助成事業） 

・住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録及び紹介を行います。 

   

（２）移動しやすい環境の整備 

   

 

歩道の整備や放置自転車対策等により、障害者が安全で通行しやすい

道路の整備に努めます。 

   ＜具体的な施策＞ 

・歩道及び点字ブロックの整備、歩道の段差の解消、歩行者と自転車の

分離、放置自転車に対する指導等を進めます。 

   

（３）公共施設等生活関連施設のユニバーサルデザインの推進 

   

 

不特定多数の人が利用する公共施設等について、障害者が使いやすい

ものとなるよう、整備や誘導などに努めます。 

   ＜具体的な施策＞ 

・公共施設の段差の解消、トイレの改善等の整備や民間施設のユニバー

サルデザインの促進に努めます。 

・岡山市設計支援委員の意見を聴く会により、不特定多数の人が利用す

る施設の整備にあたっては、利用する立場からの意見をいただき、高

齢者、障害者など誰もが使いやすいものとなるよう努めます。 

施策の方向性 

施策の方向性 

施策の方向性 
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（４）公共交通機関のバリアフリー化の推進 

   

 

公共交通機関について、障害者が利用しやすいものとなるよう努めま

す。 

   ＜具体的な施策＞ 

・鉄道駅やバス停留所において、バリアフリー化を進めます。 

・路面電車やバス事業者に対する低床車両導入の働きかけを行います。 

 

施策の方向性 
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２ 情報の利用しやすさの向上及び意思疎通支援の充実                 

 

 

 ○ 障害福祉に関する制度やサービス等の内容については、主に市のホーム

ページや「市民のひろばおかやま」への掲載、「障害者のしおり」の配布等

により周知を図ってきていますが、市が発信する情報については、障害者

が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、音声版や点字版の

作成等、障害の特性に配慮した発信を引き続き行うとともに、誰にでもわ

かりやすいものとなるよう努める必要があります。 

 ○ アンケート調査で障害福祉サービス等の情報の入手先をたずねた設問

（問４３）では、「サービス事業所の人や施設職員」とした回答が約３６％

あり、これらの障害福祉関係機関との連携を強めていくことが重要です。

また、「インターネット、ＳＮＳの利用」とした回答が約２２％あり、障害

児を対象とした同様の設問（問３３）では約５４％と情報源の第１位とな

っています。 

インターネット、ＳＮＳは今後の有力な情報伝達手段として期待される

一方、トラブルの原因となることが増加しているため、一定のルール作り

等今後の対応が重要になってくると考えられます。 

 ○ 岡山市手話言語等の普及及び理解の促進に関する条例が平成３０年４月

１日に施行され、手話等のコミュニケーション手段を利用しやすい環境整

備のため、手話通訳者・要約筆記者等の養成及び派遣を行っており、今後

も意思疎通支援の充実を図っていく必要があります。 

  

（１）情報提供の充実 

   

 

市が発信する情報については、誰もがわかりやすいものとなるように

努めるとともに点字版や音声版、文字拡大版等、障害者へ配慮した形で

提供するように努めます。 

会議・イベント、市長の記者会見等において、手話通訳者・要約筆記

者等の配置を進めます。 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施策の方向性 
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   ＜具体的な施策＞ 

・「市民のひろばおかやま」、「市議会だより」、「障害者のしおり」等につ

いて、音声版、点字版の作成を行います。 

・誰でもわかりやすいホームページの作成に努めます。 

・会議・イベント等において、手話通訳者・要約筆記者等の派遣を行い

ます。 

・点字新聞購読料を助成します。 

 

（２）意思疎通支援の充実 

   

 

手話通訳者、要約筆記者等の養成、派遣の拡大を図るとともに、手話

や要約筆記等に対する市民や事業者の理解を促進し、地域生活や社会参

加のためのコミュニケーション支援を充実します。 

   ＜具体的な施策＞ 

・手話通訳者・要約筆記者等の養成及び養成に対する支援を行います。 

・官公庁・学校・病院等の公的機関を利用する際の手話通訳者・要約筆

記者等の派遣において遠隔手話通訳の実施等、充実を図ります。 

・会議・イベント等での手話通訳者･要約筆記者等の派遣を推進します。 

・区役所・福祉事務所窓口に設置したテレビ電話（手話通訳者との連携）

により、利便の向上を図ります。 

施策の方向性 
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３ 防災、防犯等の推進                        

  

 

○ 地域社会において、安全に安心して生活することができるためには、平

成３０年７月豪雨災害をはじめとする大規模化した風水害や地震において、

迅速な避難や救護が必要となります。想定を超えた未曽有の被害が発生し

た場合、高齢者や障害者等の要配慮者が逃げ遅れたり、避難所等でのトラ

ブルやストレスにより深刻な事態が発生したりすることが考えられるため、

あらかじめ要配慮者が円滑かつ迅速に避難するための支援体制を整えてお

くことが重要です。 

○ 令和２年１月に国内で最初の感染者が確認された新型コロナウイルス感

染症は、その後全国に広がりました。数人から数十人のまとまった感染者

が発生する、いわゆる「クラスター」と呼ばれる事例も多数みられました。

このような新型の感染症に備えて、利用している障害福祉サービスや、個々

の障害特性に合わせて、迅速かつ適切な対応ができるようあらかじめ対策

を準備しておく必要があります。 

○ 高齢者や障害者など、災害時の避難にあたって特に支援が必要な人を掲

載した「避難行動要支援者名簿」を市が作成し、平常時から実際に避難支

援に携わる安全・安心ネットワーク、町内会、自主防災組織、民生委員・

児童委員等の地域の避難支援等関係者に情報を提供することにより、地域

が主体で避難行動要支援者の個別避難計画を作成するための支援を行うな

ど、身近な地域住民同士の助け合い「共助」による体制づくりを進めてい

ます。 

○ 「福祉に関するアンケート調査」で、災害時に一人で避難できるかをた

ずねた設問（問４８）では、「できない」又は「わからない」との回答が約

７１％、また、近所に助けてくれる人がいるかをたずねた設問（問４９）

で、「いない」との回答が約４３％で、「わからない」との回答と合わせて

約７７％となっています。 

○ さらに、アンケート調査で災害時に困ることをたずねた設問（問５１）

では、「避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安」（約５４％）との

回答のほかに、「投薬や治療が受けられない」（約４７％）「安全なところま

で、迅速に避難することができない」（約４７％）、など、避難所での設備

や支援の充実が求められています。 

（１）防災対策の推進 

   

 

現状と課題 

施策の方向性 
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    災害時に情報が障害者に確実に届くよう、障害特性に配慮した様々な

方法での情報伝達を推進するとともに、各地域における個別避難計画の

策定を支援します。 

また、市内の社会福祉施設の施設管理者（社会福祉法人等）と「災害

時における福祉避難所の指定に関する協定」の締結を進めることで、福

祉避難所の協定施設数の拡充に努めます。 

   ＜具体的な施策＞ 

・避難行動要支援者名簿を作成し、地域における個別避難計画の策定を

支援します。 

・災害時には、防災行政無線、市のホームページ、緊急速報メール（携

帯電話）、岡山市防災メール（日本語版、多言語版）、放送事業者（緊

急割り込み放送等）、広報車、緊急告知ラジオ等あらゆる手段を活用し、

地域住民のほか、避難支援に関する関係団体へ、避難に関する呼びか

け等の災害情報を提供します。 

・視覚障害者や聴覚障害者の携帯電話への緊急速報メール配信サービス

の活用や岡山市防災メールの登録等について周知します。 

・地域における避難訓練の実施を支援します。 

・避難行動要支援者の避難支援体制づくりを進めるため、関係機関等と 

の連携強化に努めます。 

・福祉避難所の協定施設数の拡充に努めます。 

・庁内関係各所や福祉避難所協定の未締結施設も含めた社会福祉施設へ 

の周知を図るとともに、地域防災計画に則り、障害者の救援として、 

更なる拡充に努めます。 

 

（２）感染症対策の推進 

   

 

    確実な治療方法のない新型の感染症対策としては、感染者を出さない

よう、事前の徹底した予防が必要です。そのためには、飛沫感染や接触

感染、さらには近距離での会話への対策をこれまで以上に取り入れた「新

しい生活様式」を実践していく必要があります。また、万が一感染症が

発生してしまったときでも、障害者及び家族、事業者並びに行政機関が

協力して、障害福祉サービスが継続して提供されるよう情報を共有し、

感染対策マニュアルを作成して備えておく必要があります。 

    また、新型コロナウイルス感染症のような、確実な治療方法のない新

型感染症が長期化する場合、身近な診療所等での検査体制を拡充するな

ど、あらかじめ感染拡大の波に備える必要があります。 

施策の方向性 
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   ＜具体的な施策＞ 

・事業所に対して、施設ごとの感染症対策マニュアル策定や定期的な実

地訓練など、実践的な対応を支援します。 

・事業所との連携により情報収集に努め、必要な施策等について、国、 

県、各課と連携し、迅速な実施に努めます。 

・緊急を要する事項、必要な事項については、国に対して制度の創設等 

や自治体を超えた応援、財源措置を働きかけていきます。 

 

（３）日常生活の安全・安心の確保 

   

 

防犯・防災・交通安全についての啓発に努めるとともに、地域におけ

る高齢者や障害者の見守り活動、防犯・防災パトロールや講習会、訓練、

啓発活動などによる防犯・防災・交通安全活動等を支援します。 

障害者支援施設等を利用する障害者が安心して生活できるように、防

犯カメラの設置やブロック塀の改修等、防犯対策及び安全対策の強化を

含んだ施設整備の支援を行います。 

また、急病や災害等の緊急時に連絡が困難な人の通報体制の整備を図

ります。 

   ＜具体的な施策＞ 

・安全・安心ネットワークが行う防犯交通安全活動、防災活動、環境美

化活動、地域福祉活動、健康づくり活動等を支援します。 

・家庭での事故や急病などの際に助けを求める緊急通報装置設置事業を

推進します。 

・ファクスによる１１９番通報を受け付けます。 

・会話に不自由な聴覚・言語機能に障害のある方が、全国どこからでも 

音声によらない緊急通報を行えるよう、Ｎｅｔ１１９緊急通報システ

ムを推進します。 

施策の方向性 
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４ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止              

 

 

○ すべての市民が、障害の有無に関わらず基本的人権を享有するかけがえ

のない個人として、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会を

実現するためには、障害に対する理解が今まで以上に進んでいく必要があ

ります。 

○ 障害者に対する「福祉に関するアンケート調査」で、差別や嫌な思いを

する（した）ことがあるかをたずねた設問（問４４）では、「ある」との回

答が約３０％で、「少しある」と合わせると約５５％の人が、何らかの差別

や嫌な思いをしていることがわかります。また、差別や嫌な思いをした場

所をたずねた設問（問４５）では、約４５％の人が「学校・仕事場」を、

約４２％の人が「外出先」をあげています。障害についての啓発活動や障

害のある人とない人との交流の機会がより広がることが必要です。 

○ 知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人の財産管理やサ

ービスの利用契約などを代わりになって行い、これらの人の財産や権利を

保護するための制度として、成年後見制度がありますが、アンケート調査

で成年後見制度について知っているかをたずねた設問（問４７）では、「名

前も内容も知っている」との回答は約２７％にとどまっています。アンケ

ート調査の最後の自由記述では、将来、親などの介護者がいなくなったあ

とに関する意見が最も多く寄せられており、制度を広く周知すること、制

度を利用しやすくするための支援が求められています。 

○ 平成２４年１０月に施行された障害者虐待防止法に基づき、本市におい

ても障害者虐待相談窓口を設置しています。虐待が障害者の尊厳を害し、

虐待を防止することが障害者の自立や社会参加にとって極めて重要である

ことから、今後とも障害者虐待防止法及び相談窓口の周知を図る必要があ

ります。 

○ 平成２８年４月に施行された障害者差別解消法においては、「障害を理由

とする差別」の禁止と合理的配慮の提供について規定されました。また、

令和３年６月の法律の一部改正における、障害を理由とする差別に関する

相談に対応する人材の育成・確保の責務の明確化、及び、事業者による必

要かつ合理的な配慮の提供の義務化により、差別の解消に向けて、一層取

り組んでいく必要があります。 

現状と課題 
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（１）障害についての啓発の推進 

   

 

    共生社会に向けて、障害に対する市民の理解を深めるため、啓発事業

の推進や障害のある人とない人の交流の機会の拡大を図り、心のバリア

フリーを推進します。 

   ＜具体的な施策＞ 

・「障害者週間」に合わせ、障害者福祉大会、街頭啓発、作文・ポスターな

どの作品展による啓発活動を実施します。 

・障害のある人とない人の交流を図るため、障害者体育祭を実施します。 

・人権啓発活動を全市的取り組み、地域密着型取り組みにより実施しま

す。 

・地域生活を支える民生委員や愛育委員等に対して、ピアサポーター等

を活用し、精神障害に関する理解を深めるための研修会を実施します。 

・小中学生等を対象に、障害について学ぶ授業を実施します。 

    ・ヘルプマークなど障害者に関するマークの周知を、ポスターやチラシ

の提供、ヘルプマークの見本貸与等により行い、障害についての理解

の促進を図ります。 

 

（２）当事者活動等への支援 

   

 

     当事者会、家族会等を育成するとともに、お互いの交流や地域住民と

の交流を行う活動を支援します。 

   ＜具体的な施策＞ 

・障害者及び家族等の支援者が互いに支え合い、ともに活動する事業や

研修会、地域との交流事業を支援します。 

・心のふれあい交流会事業として、日帰りバス旅行を実施します。 

施策の方向性 

施策の方向性 
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（３）権利擁護の推進 

   

 

個人財産の適切な管理を支援するために、成年後見制度について周知 

を図るとともに、制度利用の支援を行います。 

   ＜具体的な施策＞ 

・成年後見制度の利用促進を図ります。 

・身寄りのない人などには、市長による成年後見申し立てを行い、後見人

等の報酬の負担が困難な人には、助成を行います。 

・日常的な金銭管理や福祉サービスの利用を行う日常生活自立支援事業

を岡山市社会福祉協議会と連携します。 

・非自発的入院（措置入院・医療保護入院）の適否や退院請求・処遇改

善請求に、より迅速かつ厳格な審査ができる体制を整備します。 

 

（４）虐待防止 

    

  

障害者虐待の防止と早期発見に向け、障害者虐待防止法の周知を図る

とともに、虐待の通報があった場合には迅速に対応します。 

   ＜具体的な施策＞ 

・虐待に当たる行為や通報義務についての研修・啓発を実施します。 

・家庭内や事業所等で虐待があった場合、その原因をしっかりと把握し、

障害者と養護者をともに支援し、事業者に対して改善及び再発防止を

求めていきます。 

 

（５）障害者差別解消法  

   

 

国が作成する基本方針を基に、障害を理由とする不当な差別的取扱い

の禁止に関する啓発を行うとともに、障害のある人が障害のない人と平

等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発

生する障害・困難さを取り除くための、個別の調整や変更を意味する合

理的配慮の提供を徹底するなど、職員対応要領の周知、障害者差別解消

支援地域協議会での協議等、差別の解消に向けて取り組んでいきます。 

施策の方向性 

施策の方向性 

施策の方向性 
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   ＜具体的な施策＞ 

・差別の禁止に関する広報、啓発を行います。 

・本市職員の職員対応要領のさらなる周知に取り組み、窓口等における

障害特性に応じた合理的配慮の提供を行います。 

・障害者差別解消支援地域協議会において、障害者差別を効果的かつ円

滑に解消することの協議を行います。 
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５ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進                        

 

 

 ○ 障害のある人もない人もお互いに人格と個性を尊重しあいながら、安心

して暮らしていく共生社会を実現していくためには、日常生活や社会生活

を営んでいく上で必要な支援を身近な場所で受けられることが必要です。 

 ◯ 障害のある子と要介護の親の問題など、障害福祉サービスの支援だけで

なく世帯単位で支援につなげていく必要のある複合的な課題も顕在化して

います。 

○ 支援の入口となる相談支援体制については、障害者に対する「福祉に関

するアンケート調査」で、福祉サービスを受けようとする時に困ることを

たずねた設問（問３６）では、「どのようなサービスが利用できるかわから

ない」との回答が約３３％、「事業者を選ぶための情報が少ない」との回答

が約２４％ありました。これは、サービスや事業者についての情報提供の

充実の重要性とともに、地域における相談支援体制のより一層の整備の必

要性を示していると考えられます。 

○ 障害者の相談には、障害の種類や程度、それぞれの心身の状況、生活の

状況、目標とする生活のあり方等、個々の状況により異なる専門性が必要

になります。相談機関の専門性を高めるとともに、対応が難しい場合には

バックアップできる仕組みを構築する必要があります。 

○ 相談支援については、市の関係機関のほか、計画相談支援事業所、地域

活動支援センター、身体・知的障害者相談員、障害者センター等で行って

いますが、障害者の困りごとや悩みを適切に受け止め、必要なサービスに

結び付けていくためには、それらの関係機関がそれぞれの強みを発揮しな

がら、一層の連携を進めることと、相談機関の相談を受ける職員等の資質

の向上が必要です。 

○ 障害福祉サービス等については、障害者に対するアンケート調査で今後

３年以内に新たに利用したいサービスをたずねた設問（問３８）では、「短

期入所」（約２２％）が最も多く、次に「移動支援」（約１９％）、「共同生

活援助（グループホーム）」（約１７％）となっていました。 

○ 障害者の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用

に向けて、ケアマネジメントによりサービス等利用計画についての相談や

作成支援を行う計画相談については、障害者総合支援法により、障害福祉

サービスの利用決定をする場合には、サービス等利用計画を作成すること

が必須となっており、計画の作成を行う指定特定相談支援事業所の拡大が

引き続き課題となっています。 

○ そのほか、入所施設や精神科病院から地域での生活に移行する人が、家

現状と課題 
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庭での生活が難しい場合や本人の希望などにより独立した生活を希望する

場合や、居宅で生活している人が家族状況の変化等により居宅での生活が

難しくなった場合などの受け皿として、日常生活の支援を行う共同生活援

助についても、拡充を図る必要があります。 

○ これらの障害者総合支援法等に規定されている障害福祉サービス等の整

備については、第３部の障害福祉計画において、必要なサービスの見込等

を定めていきます。 

 ○ また、障害福祉サービス以外にも、障害の種類や個別の状況において、

さまざまな支援が必要となっており、対応していく必要があります。 

○ 知的障害、身体障害、精神障害、難病に加え、自閉症スペクトラム障害、

学習障害、注意欠如・多動性障害などの発達障害は学校適応、就労自立へ

の対応の必要性が高まっています。また、近年、医療的ケア児者への支援

も強く求められています。 

○ 障害児の保護者に対するアンケート調査で今後受けたいサービスをたず

ねた設問（問２９）では、「放課後等デイサービス」（約４８％）、「短期入

所（ショートステイ）」（約２６％）、「日中一時支援」（約２３％）の希望が

多くなっています。 

 

（１）相談支援体制の充実 

   

 

    地域で身近な相談に応じている福祉事務所、保健センター、相談支援

機能強化等事業所等において、きめ細かな相談支援を行うことができる

よう関係機関との連携の強化に努め、市全体で受け止める相談体制を構

築します。 

複合的な課題を抱えた個人や世帯に対して、適切な支援につなげてい

く総合相談支援体制づくりを着実に進めていきます。 

    市の関係職員のほか、相談支援事業所、相談支援機能強化等事業所、

身体・知的障害者相談員等の資質の向上を図ります。   

施策の方向性 
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＜具体的な施策＞ 

・福祉事務所、保健センターでの相談支援の質の向上に努めます。 

・障害者自立支援協議会を軸とした関係機関の連携の強化及び資質の向

上を図ります。 

・相談支援包括化推進員を配置し、多機関協働による総合相談支援体制

を推進します。 

・身体障害者相談員・知的障害者相談員に研修を行い、資質の向上を図

ります。 

・民生委員・児童委員との情報共有に努めます。 

・岡山市社会福祉協議会との連携を図ります。 

・相談支援体制の充実については、障害福祉計画において相談支援体制

の強化や、必要なサービスの見込等を定めていきます。 

 

（２）専門的な相談支援 

   

 

それぞれの障害特性やニーズに対する専門的な相談支援体制の充実に

努めます。 

   ＜具体的な施策＞ 

・障害者更生相談所において、身体障害・知的障害に関する専門的な相

談・支援、補装具・自立支援医療・療育手帳の判定、各種機関などへの

支援を行います。 

・こころの健康センターにおいて、精神保健福祉医療に関するより専門

性の高い相談を行います。 

・こども総合相談所において、子どもたちが心身ともに健やかに育ち、

持てる力を最大限に発揮することができるよう相談支援を行います。 

・保健所・保健センターにおいて、難病・ＨＩＶ・精神保健等の相談支

援を行います。 

・発達障害者支援センターにおいて、発達障害に関する相談支援、発達支

援、就労支援、普及啓発や研修等を行います。 

施策の方向性 
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（３）障害福祉サービス等の充実 

   

 

  障害福祉サービス等については、障害者が日常生活や社会生活を営んで

いく上で最も重要なサービスとなっているため、必要な量を障害福祉計画

に定め、その確保に努めるとともに、質の向上を図ります。 

  そのためには、障害者個々の心身の状況、サービス利用の意向や家族

の意向等を踏まえたサービス等計画案の作成等、当事者の支援の必要性

に応じた適切な支給決定を行う必要があります。 

   具体的には、個々の障害者のニーズ及び実態に応じて、在宅の障害者

に対する日常生活又は社会生活を営む上での、居宅介護、重度訪問介護、

同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、短期入所及び日中活動の

場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図ります。 

また、施設や病院からの地域生活への移行及び福祉施設から一般就労

への移行の推進を図ります。 

さらに、事業が円滑に実施できるように、引き続き国に対して制度の

改善や財源措置を働きかけていきます。 

特に障害福祉サービス等を提供する上で、早急な対応が求められてい

る課題の一つに強度行動障害への対応があります。 

強度行動障害とは、自分の体を叩いたり、食べられないものを口に入

れたり、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動や、他人

を叩いたり、物を壊したり、大泣きが何時間も続くなど周囲の人の暮ら

しに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮さ

れた支援が必要になっている状態のことをいいます。 

対象者は少数ですが、処遇の困難な事例が多く、高度な専門性と対象

者に特化した環境調整が求められます。 

今後、基幹相談支援センターや医療機関、発達障害者支援センターと

も連携し、総合的・専門的な相談支援体制の充実を図るとともに、定期

的な研修を行うことで、予防的な視点や基本的スキルを共有します。 

   ＜具体的な施策＞ 

・施設や病院からの地域生活への移行及び福祉施設から一般就労への移

行の推進等の具体的な施策については、障害福祉計画で定めます。 

・強度行動障害について、学校教育から福祉サービスへの移行期におけ

る支援体制の充実を図るとともに、強度行動障害支援者養成研修等へ

の参加を促し事業所での対応力を向上することで、障害福祉サービス

の提供体制の充実に努めます。 

  

施策の方向性 



- 23 - 
 

（４）日常生活の支援の充実 

   

 

    外出にタクシーを利用する重度の身体・知的障害者に対するタクシー利

用料の一部助成、身体・知的障害者に対するはり・きゅう・マッサージ施

術料の一部助成など、障害者の日常生活を支援する取り組みを継続します。 

    また、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進する

ことで、公立図書館の利用に係る体制づくりに努めます。 

   ＜具体的な施策＞ 

・福祉タクシー助成事業、はり･きゅう･マッサージ施術費助成事業、一人

暮らし重度心身障害者などへの給食サービス委託事業を実施します。 

・有料指定ごみ袋の配布（重度障害者等）により、家庭ごみ処理手数料の

支援を行います。 

・家庭からごみ・資源化物の搬出が困難な人に代わって、戸別収集等を

行います。 

・身体障害者補助犬飼育費について助成するとともに、身体障害者補助犬

のステッカー、リーフレットの配布等による啓発に努めます。 

・身体機能を補完・代替する補装具費を支給します。 

・日常生活をより円滑に行うための日常生活用具を給付します。 

・視覚障害やその他の理由で読書が困難な方のために、録音図書（カセ

ットテープ・デイジー図書）の貸出、音訳ボランティアによる図書や

雑誌などの対面朗読を行います。 

・対面朗読は、視覚障害かつ来館困難な方については、スカイプ等での

オンラインでも行います。 

・視覚やその他の理由で活字を読むのが困難な人のために、生活上必要な 

書類や説明書などの音訳・録音を行います。 

・移動図書館事業の一環として、障害・難病等の理由で常時介護を必要

とする方に家庭配本を行います。 

・電子書籍の導入、オーディオブックの充実及び郵送貸出対象者の拡充

等を検討し、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実に努めます。 

・発達障害やディスレクシアなど読書に困難のある人のために、ＬＬブ

ックや、やさしい日本語の本等の収書に努め、これらの本の周知を行

います。 

施策の方向性 
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（５）障害のある子どもに対する支援の充実 

   

 

障害児が地域で安心して暮らすことができるよう、医療機関との連携

を強化するとともに、障害児相談支援及び障害児通所支援等の充実を図

り、適切な時期に療育が受けられるよう努めます。 

＜具体的な施策＞ 

・岡山市発達障害者支援センター、こども総合相談所、保健センター、児

童発達支援センター等で専門的な相談支援を行います。 

・保育園・幼稚園・認定こども園において、障害のある子どもの教育や

保育を行い、心身の発達を促します。 

・障害のある子どもも児童クラブを利用する機会が確保されるための適 

切な配慮及び環境整備を行い、可能な限り受入れに努めます。 

・発達障害を専門とする職員が学校園より要請を受けて出向き、研修を

実施します。現場職員の資質向上を図り、発達障害児の適応や自立の

促進へとつなぎます。 

・発達障害児とその保護者の支援を目的に、プレ療育（就学前）、親子の

遊びの場などの機会を提供します。 

・相談支援機能強化等事業所で療育に関する必要な助言等を行います。 

・育成医療について、周知を図ります。 

・障害児福祉手当、特別児童扶養手当、岡山市児童福祉年金の周知を図

ります。 

・難聴児の補聴器購入費に対して助成を行います。 

・医療的ケア児については、令和元年度に情報交換・他課連携を目的と

した庁内連絡会「岡山市医療的ケア児支援連絡会議」を設置しました

が、さらに医療的ケア児コーディネーターを配置するなど、相談窓口

の充実を図ります。 

施策の方向性 
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６ 保健・医療の推進                        

  

 

○ 障害の原因となる疾病を予防するとともに、障害があっても地域で健やか

に暮らしていけるよう、障害を早期に発見し、適切な医療・生活支援・リハ

ビリテーションを提供することが重要です。本市においては、「健康市民おか

やま２１（第３次）」に基づき、各種健診の実施や市民に対する正しい知識の

普及啓発など様々な取り組みを実施しているところであり、今後も疾病の予

防や障害の早期発見に努めていくことが必要です。 

○ 障害者（児）の歯と口腔の健康は、全身の健康やＱＯＬ（生活の質）への

影響も大きく、生涯を通じた日ごろからの口腔ケアが重要です。在宅で生活

する障害者（児）へは、歯科訪問診療等による対応や障害者（児）が歯科受

診しやすい環境づくりが求められています。本市においては、一般歯科医療

機関で障害者（児）歯科診療が行える体制の整備等を進めています。施設に

おける入所者の歯科検診の実施率は増加しており、障害者（児）入所施設職

員や訪問看護師を対象とした口腔ケアに関する研修や啓発を継続します。 

○ また、障害者（児）が地域で安心して暮らすことができるよう、適切な医

療及び相談が受けられる体制の整備や、療育の充実が必要です。 

○ 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対しては、病状の進行状況に応じ

た療養環境の確保や療養生活支援が必要です。医療の進歩や社会環境の変化

により在宅患者（児）のニーズも多様化しており、それに応じた支援として

多機関が連携した多様な支援が求められています。 

○ ＨＩＶ感染者、エイズ患者の新規報告数は、減少傾向にありますが、引き

続き感染予防に関する正しい知識の普及に努めるとともに、エイズ患者に対

する地域住民の理解の促進が必要です。 

○ 国において、精神障害者にも対応した地域包括システムの構築を進めるこ

とが平成２９年３月に示されたところですが、本市では、長期入院精神障害

者への退院支援や地域生活を継続するための支援に、平成２２年度から先駆

的に取り組んできました。１年以上の長期入院患者数は年々減少傾向にあり

ますが、退院時の住居の確保やその支援体制の整備など、十分とは言えない

状況です。 

○ 本市における自立支援医療（精神通院医療）受給者は年々増加傾向にあり、

精神疾患を抱える人が増加しているものと推定されることから、相談窓口の

充実等が必要となっています。 

○ 特に統合失調症を中心とした精神疾患の好発年齢は、１０代から２０代前

半であり、早く治療導入した人は未治療期間が長い人に比べて予後が良好と

されていますが、知識の不足や偏見により受診が遅れている状況があります。

現状と課題 
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そのため、発病前及び発病後の正しい対応の普及啓発や、早期の受診に向け

ての支援が必要となっています。 

○ また、不登校、ひきこもり、暴力、自傷行為など、不安定な思春期心性に

関連した問題が、複雑化かつ深刻化しており、質の高い対応が求められてい

ます。 

○ その他、こころの健康に関しては、近年、うつやストレス性障害の増加、

若者や働き盛り世代の自殺やアルコール関連問題等、課題が重積しています。 

○ 特にアルコール依存症患者の多くは、専門医療や支援につながっておらず、

身体合併症や家族、職場、社会への影響など問題が重症化していく現状があ

ります。 

○ また、救急受診を要する場合など、身体合併症を有する精神疾患患者の医

療機関への受け入れが迅速かつ円滑に行われるよう体制を整備していく必要

があります。 

〇 発達障害に関しては、正しい理解と専門性の高い支援が必要となるため、 

地域における関係機関や支援者に対して、より専門性の高い対応力が求めら 

れています。 

〇 幼児期から成人期における各ライフステージに対する一貫した支援を行う 

ため、関係機関によるネットワークの構築と共に行動障害等の困難事例に対 

して、福祉・医療・教育と行政が連携し、専門性の高い支援が提供できる体 

制が必要です。 

 

（１）健康の保持増進・障害の原因となる疾病等の予防・治療・支援 

   

 

各種健診を実施することにより、障害の原因となる疾病を予防し、ま

た障害がある場合は、早期に発見し、早期の治療と適切な支援へとつな

いでいきます。 

＜具体的な施策＞ 

・妊産婦、乳幼児に対し、妊娠・出産・育児に関する相談や健康教育を

行い、健康維持に努めます。 

・妊産婦健康診査の充実・受診の徹底を図り、安心・安全な妊娠・出産

ができるよう支援します。 

・先天性代謝異常等検査、新生児聴覚検査を実施し、医療が必要な人に

は、早期に適切な医療に結びつけられるよう支援に努めます。 

・乳幼児健康診査を実施し、必要な人には精密検査を行うなど、疾病、

発育、発達の遅れ、障害等を早期に発見し、適切な支援を行います。 

 

施策の方向性 
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（２）健康づくりの推進 

   

 

 地域で健やかに暮らしていけるよう、「健康市民おかやま２１（第３

次）」等に基づく取り組みを推進していきます。 

   ＜具体的な施策＞ 

・生活習慣病の予防として、より多くの市民に正しい知識や実践方法等

の普及・啓発を図るため、食生活、運動、生活習慣改善、慢性閉塞性肺

疾患（ＣＯＰＤ）、健診・がん検診等をテーマに健康教育・健康相談を

実施します。  

・健康診査等を実施し、疾病の早期発見や健康維持を図ります。 

・人工透析導入の最大要因である糖尿病の予防や、慢性腎臓病（ＣＫＤ）

対策に取り組みます。  

・脳血管疾患と心疾患を含む循環器疾患の予防のため、高血圧、脂質異

常症、喫煙、糖尿病の対策に取り組みます。 

・心身の機能（運動機能や認知機能等）が低下し、要介護状態の一歩手

前であるフレイル予防に努めます。 

 

（３）保健・医療サービスの保障 

ア 障害者歯科口腔保健・医療の充実 

   

 

  歯と口腔の健康づくりに関して、歯科専門職が中心となって家族やヘル

パー、訪問看護師、施設職員などと連携しながら、口腔ケアを充実させる

等の健康支援を行います。 

＜具体的な施策＞ 

・食事や会話が楽しめるよう歯と口腔の健康の保持・増進についての啓

発を進めていきます。 

・一般歯科医療機関でも障害者（児）歯科診療が行えるよう、研修を行

い、障害者（児）を受け入れる歯科医療機関の情報を公開します。 

・在宅で生活する障害者（児）や医療的ケア児も定期的に口腔ケアや歯

科診療が受けられるよう、歯科訪問診療を行う歯科医療機関の増加を

目指します。 

・障害者（児）入所施設職員対象の口腔ケアに関する研修の機会を設け

ます。 

施策の方向性 

施策の方向性 
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イ 保健・医療、療育体制の充実 

   

 

障害者(児)が地域で安心して暮らすことができるよう、医療機関との

連携を強化するとともに、適切な時期に療育が受けられるよう努めます。 

   ＜具体的な施策＞ 

・保健所、医療機関、療育機関、こども総合相談所、発達障害者支援セン

ター、児童発達支援センター等関係機関との連携により、乳幼児期から

就学期までの一貫した相談、治療、療育が行える児童発達支援システム

の確保に努めます。 

・人工呼吸器や人工透析等を必要とする在宅療養患者(児)が安心して地域

で暮らしていくことができるよう、在宅医療の推進を図るとともに、関

係機関と連携し在宅療養を支援していきます。 

・相談支援機能強化等事業所で療育に関する必要な助言等を行います。 

・自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院医療）及び心身障害者

医療費助成について、活用されるよう周知を図ります。 

・発達障害児とその保護者に対する早期からの専門的な支援が行われる

よう、医療・福祉・教育等に向けての研修を行うとともに、地域支援

体制の強化を図ります。 

 

ウ 難病患者等に対する支援 

   

 

     難病患者及び及び小児慢性特定疾病児童等とその家族が、安心して地

域で療養生活を送ることができるよう、療養の支援や福祉施策の推進、

患者会への支援を行います。 

   ＜具体的な施策＞ 

・在宅の難病患者及び小児慢性特定疾病児童等とその家族が抱える日常

生活及び療養上の問題について、保健師、看護師、専門の医師等によ

る相談や面接・訪問等を実施します。特に、医療的ニーズの高い患者

（児）や就労の問題を抱えた患者等の支援については、地域の医療機

関、介護、福祉の関係機関と連携します。 

・各患者会による研修会や交流会が開催できるよう支援します。 

・難病相談支援センターにおいて、安定した療養生活を送るための相談

対応や、就労支援に取り組みます。 

・難病患者及び小児慢性特定疾病児童等が利用可能な医療、福祉制度に

ついて普及啓発に取り組んでいきます。 

エ エイズ対策の推進 

施策の方向性 

施策の方向性 
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     エイズのまん延を防止するため、正しい知識の普及に努めるとともに、

エイズ患者に対する地域住民の理解を促進し、患者が安心して地域で生活

できるよう環境整備に取り組んでいきます。 

   ＜具体的な施策＞ 

・エイズやＨＩＶに関する偏見をなくして患者への理解が促せるよう、

また、エイズのまん延を防止するため、市民参加の出前講座や医療従

事者向け研修会を実施します。 

・ＨＩＶ感染症を早期に発見し支援するために、抗体検査やカウンセリ

ングを実施します。 

・ＨＩＶ感染や療養に関する相談のため、エイズホットラインを実施し

ます。 

 

（４）精神障害者の相談・治療、地域移行・地域定着支援体制の充実 

ア 長期入院者の地域移行・地域定着の推進 

 

   

長期入院精神障害者の退院支援や地域生活支援を今後も継続的かつ効

果的に実践していくために、病院や地域援助事業者、岡山県等との連携

を強化しつつ、また、その育成に努めます。 

また、精神疾患に関する理解の普及啓発に努め、精神障害者の地域生

活が安定する環境づくりに取り組んでいます。 

＜具体的な施策＞ 

・長期入院精神障害者への面接支援を行いながら病院等と協働し、退院意

欲の向上を図ります。 

・入院中または地域で生活する精神障害者に対して、ピアサポーターの派

遣を実施します。 

・住居の準備、経済的基盤の確保、社会参加の機会の確保、家族調整等地

域生活で必要な支援を行います。 

・安定した地域生活の継続のため、アウトリーチ（訪問支援）等の支援を 

実施します。 

・地域で生活している精神障害者と地域住民が直接交流する機会を提供

します。 

 ・精神科病院や地域援助事業者を対象に、情報交換会や研修会を開催します。 

 

イ 未治療者等への危機介入及び支援の推進 

施策の方向性 

施策の方向性 
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 未受診や治療中断などにより、地域生活の維持及び継続が困難となっ

ている精神障害者に対して支援に取り組んでいきます。 

   ＜具体的な施策＞ 

・地域生活の破綻や病状悪化による入院を可能な限り回避するため、精

神科医師を含む多職種チームでのアウトリーチ（訪問支援）を実施し

ます。 

・医療機関、地域援助事業者、消防、警察等関係機関と連携し、適切な

支援を実施します。 

 

ウ 精神疾患の予防及び相談支援の推進 

  

 

「健康市民おかやま２１（第３次）」によるこころの健康づくりに取り

組みます。 

    また、発症からできるだけ早期に精神科医療に結びつくよう、精神疾

患や精神科医療の正しい知識の普及とともに、身近な相談支援体制の充

実、かかりつけ医と精神科医の連携強化などに取り組みます。 

   ＜具体的な施策＞ 

・イベント等において精神疾患の正しい知識や相談窓口についての普及

啓発を実施します。 

・精神科医によるこころの健康相談や訪問相談を実施します。 

・保健師、精神保健福祉士等による電話、面接、訪問相談を実施します。 

・中学生等を対象に精神疾患について学ぶ授業を実施します。 

・発症早期の人が適切な支援を受けられるよう、家族会による家族等へ

の心理教育の実施を支援します。 

・内科や小児科等のかかりつけ医を対象に、こころの健康問題に適切に

対応するための研修を実施します。 

 

エ 精神科救急医療体制の推進 

   

   

 救急受診を要する精神疾患患者の医療機関への受け入れが迅速かつ円滑

に行われるよう、病院群輪番制を組むとともに、休日・夜間に精神科に係る

救急相談に対応できるよう精神科救急情報センターを整備していきます。 

    また、身体疾患を合併する精神疾患救急患者の医療機関への受け入れが円滑

に行われるように精神科医療機関と身体科医療機関の連携体制を構築します。 

施策の方向性 

施策の方向性 

施策の方向性 
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   ＜具体的な施策＞ 

・精神科病院群輪番制度 

・精神科救急情報センター 

・身体・精神合併症救急連携事業 

 

（５）多面的なかかわりを要する障害者等への支援 

ア 児童思春期の精神保健の推進 

  

   

    思春期の複雑な心の問題に対しては、保健所、こころの健康センター、

学校、こども総合相談所、発達障害者支援センター、精神科医療機関等

の関係機関で連携して支援に取り組んでいきます。 

   ＜具体的な施策＞ 

・精神科医等による思春期こころの健康相談を実施します。 

・中学生等を対象に精神疾患について学ぶ授業を実施します。   

 

 

イ ひきこもり者への支援の推進 

   

 

    ひきこもり者本人の自立を推進するため、ひきこもり地域支援センタ

ーにおいて、ひきこもり者本人や家族等への支援に取り組んでいきます。 

   ＜具体的な施策＞ 

・ひきこもり者本人やその家族等に対し面接、訪問、電話等による相談

を実施します。 

・ひきこもり者の居場所や他者と交流できる場を提供するなど、段階的

な社会参加を支援します。 

・家族等が情報交換しながら、ひきこもり者に対する理解を深め、関わ 

り方について考える家族教室を開催します。 

・ひきこもり者を支援する従事者に対する研修を実施します。 

・教育、労働等関係機関とのネットワークを整備します。 

施策の方向性 

施策の方向性 



- 32 - 
 

ウ 自殺対策の推進 

    

  

市民や関係機関・団体と連携を図りながら、自殺予防の普及啓発に努

めるとともに、自殺を考えている人、自殺未遂者及び自死遺族に対する

支援に取り組んでいきます。 

   ＜具体的な施策＞ 

・自殺予防週間や自殺対策強化月間等において普及啓発を推進します。 

・自殺を考えている人、自殺未遂者及び自死遺族に対し、関係機関・団

体と連携した包括的な相談支援を実施します。 

・地域住民、職業団体、大学生等の若者、関係機関の職員等を対象とし

た幅広い人材育成を行い、悩みを持つ人や自殺ハイリスク者への気づ

きと見守りを推進します。 

・自殺未遂者支援の強化と連携体制づくりを推進します。 

 

施策の方向性 
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７ 雇用・就業、経済的支援                  

 

 

 ○ 障害者が働くことを通して社会参加し、生きがいを持って地域で自立し

た生活を送るためには、一人一人が適性に応じて能力を十分に発揮できる

よう、多様な雇用の場が広がっていくことが大切です。 

○ 「福祉に関するアンケート調査」で、今後仕事をしたいかをたずねた設

問（問３０）では、平日の日中に収入を得て仕事をしていない障害者の約

３７％が、「仕事をしたい」と回答しています。また、ハローワークにおい

ては、障害者の求職申し込みが増加しており、障害者の就労意欲が高まっ

ています。 

○ 一般就労した障害者が、職場の理解不足や就労継続のための支援の不足

により、離職する場合も多くみられます。「福祉に関するアンケート調査」

で、障害者への就労支援で必要と思うこと（問３２）では、職場での障害

者理解が約４５％、職場の上司や同僚に障害への理解があることが約 

４２％で最も多くなっています。 

○ 令和４年６月１日時点の岡山県内の企業における障害者の実雇用率は、

２．５４％で、全国の実雇用率の２．２５％を上回っており、障害者の雇

用の促進等に関する法律で定められた障害者の法定雇用率２．３％を超え

ています。 

しかし、障害者の法定雇用率を達成している企業の割合は約５４％にと

どまっており、障害者雇用は十分には進んでいません。 

○ 就労移行支援事業所、就労継続支援Ｂ型事業所等の福祉施設を利用する

障害者が増えており、これらの福祉施設から一般就労へ移行する障害者の

数は増加傾向にあります。その一方で、就労継続支援Ａ型事業所の利用者

は平成２９年度をピークに減少傾向となっています。これは、平成２９年

の制度改正により、事業収入による健全な経営を促すため、訓練等給付費

の賃金への充当を禁止したことに伴い、事業所が減少したことが原因の一

つと考えられます。 

○ 就労継続支援Ｂ型事業所等における障害者の工賃水準は、全国平均を下

回っています。 

（令和３年度全国平均１６，５０７円、岡山市平均１４，６０８円） 

○ 発達障害等のある若者の就労を支援するため、若者支援機関との連携を

強化し、就労支援機関の周知やセミナーの開催、特別支援学校との連携が

重要です。 

 

 

現状と課題 
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（１）一般就労・職場定着支援の推進 

   

 

    障害者の社会参加と自立を支援するために、障害者の一般就労及び職

場定着を促進します。 

＜具体的な施策＞ 

・企業等に対して障害や障害者雇用に対する啓発事業等を行い、障害者

雇用企業や実習受入企業の増加を図るとともに、合理的配慮等の理解

の促進に努めます。 

・民間事業者や関係機関等と連携しながら、福祉施設を利用する障害者

の一般就労への移行を推進します。 

・特別支援学校や市民団体等が実施する職場体験実習を支援します。 

・一般就労している障害者の交流拠点を設けることにより、職場定着を

推進します。 

・研修やセミナーを通じて、就労支援に係る社会的資源を周知します。 

・発達障害者の就労についての課題を整理し、関係機関と連携を図りな

がら支援します。 

・適切な就労相談のあり方について、関係機関と協議を行います。 

 

（２）障害者就労施設で働く障害者の工賃向上 

   

 

    障害者就労施設で働く障害者の工賃向上を支援し、障害者の所得向上

による生活水準の向上や自立の促進を図ります。 

   ＜具体的な施策＞ 

・障害者優先調達の取り組みを進め、障害者就労施設等への発注の増加

等を推進するとともに、外郭団体や関係団体等に障害者優先調達の取

り組みを働きかけます。 

・障害者就労施設等による商品及びサービスの販売機会や販路の拡大を

推進します。 

・民間事業者のノウハウやネットワークを活用しながら、障害者就労施

設が製作する商品の開発、改良による商品力の向上、商品の販路開拓

を支援します。 

・民間の経営コンサルタントなどを活用しながら、障害者就労施設の経

営改善などの支援を行います。 

施策の方向性 

施策の方向性 
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（３）関係機関、関係団体との連携 

   

 

      障害者の就労支援事業は様々な機関や団体等が取り組みを進めていま 

す。就労支援事業をより効果的、効率的に推進していくため、様々な機 

関や団体等と連携して取り組みを進めます。 

＜具体的な施策＞ 

・労働局、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支

援センター、特別支援学校などの関係機関と緊密に連携します。 

・社会福祉法人やＮＰＯ法人、障害者自立支援協議会、就労移行支援事

業所、障害者就労施設、市民団体等、関係団体と協働した取り組みを

進めます。 

・医療機関等、障害種別ごとの専門機関との連携を推進します。 

・企業経営者団体や経済関係団体等との連携を推進します。 

 

（４）経済的支援 

   

 

      生活の基盤となる収入を保障し、障害による負担の軽減を図るうえで

重要な障害基礎年金、特別障害者手当等の各種手当等について、関係機

関が連携し、制度の周知を図ります。 

   ＜具体的な施策＞ 

・障害基礎年金 

・特別障害給付金 

・岡山市重度障害者特別給付金 

・特別障害者手当 

・岡山市在宅重度障害者介護者慰労金 

・特別児童扶養手当 

・障害児福祉手当 

・岡山市児童福祉年金 

・児童扶養手当 

・岡山市心身障害者扶養共済制度 

施策の方向性 

施策の方向性 
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８ 教育の振興                     

            

 

 ○ 現在、障害のある子どもとその保護者及び、学校や子どもの支援機関を

取り巻く環境は、共生社会の形成に向けた大きな変化の中にあると言えま

す。平成１８年に国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」の

批准に向けて、わが国では平成１９年に改正学校教育法が施行され、特別

支援教育が法的に位置付けられました。 

○ また、平成２４年７月には、中央教育審議会初等中等教育分科会におい

て「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特

別支援教育の推進」が示され、平成２５年９月には学校教育法施行令の一

部改正が行われ、障害のある子どもに対する早期からの一貫した支援が求

められました。 

○ このような状況の中、本市では、障害のある子どもの視点に立ち、一人

一人の教育的ニーズを把握して支援の充実を図るという基本的な考えのも

とで特別支援教育を推進しており、学校等における子どもの支援のための

施策を実施しているところです。 

 ○ ノーマライゼーションの理念からも、障害の有無にかかわらず子どもた

ちがともに学び、育つことを実現するために、障害のある子ども一人一人

の教育的ニーズをしっかりと把握し、そのニーズに応じた指導、支援を実

現することが求められています。 

 ○ そのためには、就学前から就学後、そして学校卒業に至るまでの相談・

支援体制を充実させることにより、一貫した支援を行う必要があります。

特に、学校教育においては、多様な学びの場の設置、それに伴う教育環境

の整備、教育内容の充実等を図らなければなりません。 

○ 児童生徒の就学状況 

   岡山市では、障害のある子どもが小・中学校への就学を希望するニーズ

が高まっており、それに合わせて特別支援学級を新設・増設するなどの施

策を実施しています。令和５年５月１日現在の特別支援学級の設置数は次

のとおりです。 

◆特別支援学級数 

※小学校総数：８７小学校（うち２校は分校）、義務教育学校前期課程 1 校  

中学校総数：３８中学校、義務教育学校後期課程 1 校 

 

障害種別 知的 自閉症・情緒 難聴、弱視 病弱・身体虚弱 

小学校 １０８学級 ３４４学級 ２学級 ２学級 

中学校 ５２学級 ８８学級 ２学級 ２学級 

現状と課題 
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また、障害のある子どものうち、通常の学級で学んでいる子どもも増加

しています。そのうち、吃音障害や構音障害等のことばの支援が必要な子

どもや、発達障害等の情緒面の支援が必要な子どものために、通級による

指導を実施しており、指導の場所として学校内に通級指導教室を設置して

います。 

令和５年５月１日現在の通級指導教室の設置数は次のとおりです。 

◆通級指導教室数 

 

 

 

な

 なお、障害の程度が学校教育法施行令第２２条の３に定める障害の程度

に該当する子どもは、県立特別支援学校へ就学している場合があります。 

 

〇 ことばの発達に課題がある幼児に対して、生活上の悩みや困難を改善、

軽減し、社会で生き生きと生活できるようになることを目指して、一人一

人に応じた相談や指導を行うことを目的とした「ことばの教室」がありま

す。 

通級による指導を無料で実施しています。対象者は岡山市在住で、原則

として保育園、幼稚園、認定こども園に在籍している３歳児から５歳児で

す（療育機関へ通っている子どもは対象外）。 

 

（１）医療・保健福祉・教育の連携による相談体制、一貫した    

支援体制づくり 

   

 

     障害のある子どもが一貫した支援を受けられるよう、医療・保健福祉・

教育機関が連携して相談、支援を行う体制づくりを行います。 

種 別 言 語 情 緒 ※中学校（情緒）は、他の２

校に「地域拠点教室」を設置

しています。 

小学校 １１教室 ３２教室 

中学校  ５教室 

施策の方向性 
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   ＜具体的な施策＞ 

・学校からの相談を受け付ける「特別支援教育相談窓口」を設置します。 

・医師、大学教員、特別支援学校教員、関係機関職員等の専門家による

相談・支援体制を整備します。 

・医療的ケアに対応するため、学校や看護支援員に対して助言をする医

療的ケア相談員を配置します。 

・特別支援教育の課題や、インクルーシブ教育システムの構築に向けた

学校、教育行政の取り組み等について、医療や福祉の専門家を交えて

協議する「特別支援連携協議会」を開催します。 

・「就学支援シート」を活用し、就学前から学校への移行支援を充実させ

ます。 

・相談支援ファイル「りんくる」を活用した切れ目ない支援が継続する

よう相談窓口や関係機関への普及啓発を行います。 

 

（２）一人一人のニーズに応じた教育内容の充実 

   

 

障害のある子ども一人一人のニーズに応じた教育を行うために、教職

員の専門性の向上、指導・支援の内容の充実を図ります。 

   ＜具体的な施策＞ 

・「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成、活用により、指導・

支援の充実を図ります。 

・教職員の指導・支援における専門性の向上を目指した研修を実施しま

す。 

・交流及び共同学習を進める等、障害に関する理解を促進するための教

育を推進します。 

・小・中学校・義務教育学校を指定した「特別支援教育の視点を生かし

た授業づくり実践研究」を実施します。 

・学校卒業後の多様な進路の確保に向けて、進路指導を充実させます。 

 

（３）教育環境の整備 

   

 

      障害のある子どもが安心して安全に学校生活を送ることができるよう、 

特別支援学級の設置及び教職員等の配置、施設整備等を行います。

施策の方向性 

施策の方向性 
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   ＜具体的な施策＞ 

・障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援学級、通

級指導教室（以下「特別支援学級等」という。）の設置及び教員の配置

を進めます。 

・特別支援学級等の施設整備を進めます。 

・特別支援学級等における指導・支援の充実を目指して、備品及び教材・

教具を充実させます。 

・災害発生時における避難所としての利用等の観点も踏まえ、学校施設の

バリアフリー化を推進します。 

・障害のある子どもの移動の支援や学習の補助等、学校生活上のサポート

を行う「特別支援教育支援員」及び「看護支援員」の配置を進めます。 

 

（４）就学相談体制の整備 

   

 

    「障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限り共に学ぶ」という

インクルーシブ教育の理念に基づき、児童生徒や保護者の願いと、教育的

ニーズに応じた適切な就学相談を行います。また、就学後も子どもの状態

や支援体制を確認し、その都度学びの場の見直しが図られるような体制づ

くりを行います。 

   ＜具体的な施策＞ 

・保護者、保育園・認定こども園、幼稚園、療育機関、学校、教育委員

会等による、就学に関する情報の共有を進めます。 

・十分な情報提供の下、子どもや保護者の願いや実態を踏まえた、早期

からの就学相談を実施します。 

・適切な就学に向け、医学、教育学、心理学の専門家から意見を聴取し

ます。 

・管理職及び特別支援教育コーディネーターを中心として校内支援体制

を整備します。 

・「校内委員会」を充実させ、適切な学びの場を検討する体制づくりを進

めます。 

・学校の就学相談体制をサポートし、指導・助言を行う就学相談員を配

置します。 

 

施策の方向性 
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９ 文化芸術活動・スポーツの振興                    

 

 

 ○ 障害者による文化芸術活動を推進するには、障害者の個性と能力の発揮

及び社会参加を促進する必要があります。 

○ 平成３０年６月には、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律が

公布、施行されました。 

 

（１）文化芸術活動の充実に向けた社会環境の整備 

   

 

    障害者が地域において文化芸術活動に親しむことができる施設・設備

の整備等を進め、障害の有無にかかわらず文化芸術活動を行うことので

きる環境づくりに取り組みます。 

    また、障害者による文化芸術活動に係る地域における作品等の発表や

交流を促進することで心豊かで住みよい地域社会の実現に寄与します。 

   ＜具体的な施策＞ 

・気軽に文化芸術に親しみ、文化芸術活動ができるよう、鑑賞と発表の

機会の確保に努めます。 

・施設の整備や改修時には、高齢者・障害者団体等利用者の意見を聴き 

ながら、バリアフリーを推進します。 

・相談体制を充実させ、障害の特性に応じたきめ細やかなサポートに努 

めます。 

 

（２）スポーツに親しむことができる環境の整備 

   

 

     障害者が地域においてスポーツに親しむことができる施設・設備の整

備を進め、障害の有無にかかわらずスポーツを行うことのできる環境づ

くりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

現状と課題 

施策の方向性 

施策の方向性 
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   ＜具体的な施策＞ 

・全国障害者スポーツ大会、岡山県障害者スポーツ大会への参加を通じ

て、障害者スポーツの普及を図るとともに、これまでスポーツに参加

する機会が少なかった人がスポーツ活動を行うことのできる環境づく

りに取り組みます。 

・施設の整備や改修時には、高齢者・障害者団体等利用者の意見を聴き

ながらバリアフリーを推進します。 
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第１ 計画の基本的方向  

「第７期岡山市障害福祉計画」「第３期岡山市障害児福祉計画」については、

障害福祉サービス、児童福祉サービス等に係る目標及び必要量の見込みを定め

るにあたり、さらに考慮すべき事項として「基本的方向」を定めます。 

この「基本的方向」は、これまでの障害福祉計画及び障害児福祉計画の基本

的方向の考え方を踏まえ、本市の実情も考慮しながら、国の障害福祉計画及び

障害児福祉計画の目標に沿った形で整理したものです。 

 

基本的方向１ 地域生活への移行の推進 

 居宅介護、重度訪問介護などの訪問系サービス及び生活介護などの日中活

動系サービスを保障するとともに、共同生活援助の拡充を図り、障害者の地

域での生活を支援する体制を整え、施設や病院から地域生活への移行の推進

を図ります。 

（特に関連する成果目標）１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

基本的方向２ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

地域生活への移行、緊急時の受入体制の確保、専門性の確保や地域の体制

づくりを行う機能を強化するための地域生活支援拠点等を確保し、機能の充

実を図ります。 

（特に関連する成果目標）３ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

 

基本的方向３ 一般就労への移行の促進 

 障害者に対する就労支援を強化し、福祉施設から一般就労への移行を促進

します。 

（特に関連する成果目標）４ 福祉施設から一般就労への移行等 

 

基本的方向４ 障害児支援体制の確保 

 障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的

な支援を提供できるよう体制の構築を図ります。 

 第７期岡山市障害福祉計画・ 
第３期岡山市障害児福祉計画 第３部 
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（特に関連する成果目標）５ 障害児支援の提供体制の整備等 

 

基本的方向５ 相談支援体制の充実・強化等 

支援の入口となる相談支援体制全体を充実し、障害者の自立した生活を支

えるとともに、障害者の抱える課題の解決や適切なサービスの利用を図りま

す。 

（特に関連する成果目標）６ 相談支援体制の充実・強化等 

 

基本的方向６ 障害福祉サービス等の質の向上 

 障害者等が真に必要とする障害福祉サービス等が提供できるよう実施体制

の構築を図ります。 

（特に関連する成果目標）７ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に 

係る体制の構築 
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第２ 障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業及び障害

児支援の提供体制に係る目標（令和８年度における成果目標） 

第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の実績、第７期障害福祉計画・

第３期障害児福祉計画策定時の福祉に関するアンケート調査、本市の実情など

を勘案し、次のとおり令和８年度における数値目標を設定します。 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

（１）第６期計画の状況 

   ア 地域生活移行者数 

     

 

 

 

 

 

   イ 施設入所者数 

 

 

 

 

 

（２）第７期計画の目標値 

項  目 目標値 説    明 

地域生活移行者数 ３５人 令和５年度から令和８年度末までの間

で施設入所から地域生活に移行する者

の人数 

施設入所者数の減 ２８人 令和４年度末の施設入所者５６３人か

らの減少数（令和８年度末） 

  国の基本指針では、 

・令和４年度末時点の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行 

・令和８年度末時点の施設入所者数を令和４年度末時点から５％以上削減 

することを基本としています。 

 

○目標値… 令和５年度末における地域生活移行者数について、 

令和元年度末時点の施設入所者数５６５人の６％ 

（３４人）。 

○実 績… 令和４年度末現在３６人 

令和４年度末では目標に達しています。 

○目標値… 令和５年度末の施設入所者数について、令和元年度末 

の施設入所者数５６５人から、１．６％（１０人）減少 

○実 績… 令和４年度末現在では、５６３人で２人の減少 

令和４年度末では目標値を下回っています。 
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本市では、国の基準に準じて、 

・地域生活移行者数：令和４年度末の施設入所者数５６３人の６％である３５人 

・施設入所者数：令和４年度末の施設入所者数５６３人の５％である２８人減

を目標値とします。 

（３）施策の方向性 

ア 引き続き、共同生活援助の整備を推進するとともに、地域移行支援及

び地域定着支援の拡充を図ります。 

 

イ 障害者の地域における日々の生活を支えるため、居宅介護、生活介護

等の一層の拡充を図ります。 

 

ウ 成年後見制度の拡大、虐待の防止など障害者の権利を擁護するととも

に、障害に対する理解を深める取り組みを行います。 

２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

（１）第６期計画の状況（岡山県の状況） 

ア 入院期間１年以上の長期入院患者数（６５歳以上） 

 

 

 

イ 入院期間１年以上の長期入院患者数（６５歳未満） 

 

 

 

 

   ウ 入院後３か月時点での退院率 

 

 

 

 

   エ 入院後６か月時点での退院率 

 

○目標値… 入院後３か月時点の退院率を６９％以上とする。 

○実 績… ６７％（平成 30 年 6 月～令和元年 5月の１年間の実績） 

 

○目標値… 入院後６か月時点の退院率を８６％以上とする。 

○実 績… ８２％（平成 30 年 6 月～令和元年 5月の１年間の実績） 

○目標値… 入院期間１年以上の長期入院者数を、１，７０６人 

（令和元年６月末）から１，３９０人以下に減らす。 

○実 績… １，４４１人（令和 4年 6月末時点の実績） 

〇目標値… 入院期間１年以上の長期入院者数を、７７３人（令和元 

年６月時点）から５６７人以下に減らす。 

○実 績… ６５１人（令和 4年 6月末時点の実績） 
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オ 入院後１年時点での退院率 

 

 

 

カ 退院後 1年以内の地域における平均生活日数 

 

 

 

 

 

（２）第７期計画の目標値 

（入院中の精神障害者の地域生活への移行） 

   国の基本指針では、入院中の精神障害者の地域生活への移行については、

都道府県が数値目標を設定することとなっています。本市においては、岡

山県の数値目標を参考に施策の方向性を定めます。 

岡山県の定めた目標値 

精神障害者の精神病床から退院後１年

以内の地域における平均生活日数 
３２５．３日 

精神病床における

1 年以上の長期入

院患者数 

６５歳以上 １，４１８人 

６５歳未満 ６０７人 

精神病床における

早期退院率 

入院後３か月時点 ６８．９％ 

入院後６か月時点 ８４．５％ 

入院後１年時点 ９１．０％ 

（３）施策の方向性  

ア 精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをする

ことができる体制整備を進めるため、保健・医療・福祉等の関係機関

による情報共有や協議を行います。 

イ 入院中の精神障害者の地域移行を進めるために、地域移行支援及び

地域定着支援の利用を促進します。また、退院意欲の喚起を図るため、

ピアサポーターによる支援を推進します。 

 

○目標値… 入院後１年時点の退院率を９２％以上とする。 

○実 績… ８９％（平成 30 年 6 月～令和元年 5月の１年間の実績） 

○目標値… 退院後1年以内の地域における平均生活日数を３１６日

以上とする。 

○実 績… ３１９．４日 

（平成 30 年 6 月～令和元年 5月の１年間の実績） 
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ウ 長期入院精神障害者の退院支援や地域生活支援を充実させるために、

精神科病院や地域援助事業者を対象にした連絡会や研修会を開催しま

す。併せて、障害者自立支援協議会地域部会・精神保健福祉部会等と

協議し、包括的な支援に取り組みます。 

エ 住居の準備、経済的基盤の確保、社会参加の機会の確保、家族調整

など、地域生活で必要な支援を行います。 

オ 障害者の日常生活を支えるために相談支援の充実を図るとともに、

本人の意向を尊重したサービスが提供されるよう、研修等を通じて地

域援助事業者のスキルアップを図ります。 

カ 障害者が生活しやすい地域づくりを進めるため、地域や学校におい

て、精神疾患や障害の正しい理解の促進並びに偏見をなくす取組の充

実を図ります。 

３ 地域生活支援の充実 

（１）第６期計画の状況 

    

 

 

 

（２）第７期計画の目標値 

項  目 目  標  

地域生活支援拠点等が有

する機能の充実 

・地域生活拠点について、年 1 回以上運用

状況を検証・検討 

強度行動障害を有する障

害者の支援体制の充実 

・状況やニーズの把握 

・令和８年度末までに関係機関の連携によ

る支援体制を整備 

  

 国の基本指針では、 

・地域生活への移行の支援及び地域生活支援を充実させるため、令和８年度

末までに地域生活支援拠点等を各市町村に整備 

・拠点機能の充実のため、コーディネーターの配置、障害福祉サービス事業

所等の担当者の配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊

急時の連絡体制の構築 

○目標値… 地域生活支援拠点３箇所について、拠点機能の充実を 

図る。 

○実 績… 年１回、市により運用状況の検証および検討を実施 
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・支援の実績等をふまえ、年 1回以上運用状況を検証及び検討 

・強度行動障害を有する障害者の支援体制の充実を図るため、令和８年度末

までに強度行動障害を有する障害者に関するニーズや状況を把握、地域の

関係機関が連携した支援体制の整備 

を基本としています。 

 

本市では、地域支援生活拠点として、社会福祉法人 岡山市手をつなぐ育成

会、社会福祉法人 旭川荘、社会福祉法人 泉学園の３箇所に、平成２９年度

からコーディネーターや障害福祉サービス事業所等の担当者を配置し、また、

支援ネットワークや緊急時の連絡体制を構築しています。引き続き、 

・拠点機能のさらなる充実のために、運用状況の検証方法の改善による機能

向上へ向けた取組推進 

・強度行動障害を有する障害者の支援体制の充実を図るために、強度行動障

害を有する障害者に関するニーズや状況を把握、令和８年度末までに関係

機関の連携による支援体制の整備 

を目指します。 

 

（３）施策の方向性 

  ア 自立支援協議会の地域部会を単位として、多機能型拠点を中心に地

域部会の事業者間の連携を活かした面的機能の組み合わせで、事業を

実施します。 

 

  イ 相談支援の現状、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応を行う

体制、専門的な人材の養成・確保、地域の体制づくりのために必要な

機能を満たしているかといった、運用状況についての検証・検討に際

しては、市だけでなく、基幹相談支援センターや自立支援協議会等と

連携を図ることとし、拠点としての機能の充実・発展を図ります。 

 

  ウ 強度行動障害を有する障害者のニーズ把握に当たっては、障害支援

区分認定調査行動関連項目の点数の集計や療育手帳所持者の把握に努

める等により特に支援を必要とする者の把握に加え、課題の把握を行

っていきます。 

 

  エ 強度行動障害を有する障害者が必要なサービスを受けられるよう、

基幹相談支援センターや地域生活支援拠点等と連携して、情報共有や

支援を行っていきます。 
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４ 福祉施設から一般就労への移行等 

（１）第６期計画の状況 

   ア 福祉施設から一般就労への移行者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 就労定着支援事業の利用者割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○目標値… 令和５年度中における一般就労移行者数について、 

     令和元年度の一般就労への移行実績（１４５人）の 

１．２７倍（１８５人） 

うち、就労移行支援事業の利用者 

令和元年度の移行の１．３倍（１０７人） 

就労継続支援Ａ型事業所の利用者 

令和元年度の移行の１．２６倍（５８人） 

就労継続Ｂ型支援事業所の利用者 

令和元年度の移行の１．２３倍（１５人）  

○実 績… 令和３年度１７７人、令和４年度２１３人 

       うち、就労移行支援事業の利用者  

          令和３年度１０８人、令和４年度１４０人 

          就労継続支援Ａ型事業の利用者 

          令和３年度５２人、令和４年度６２人 

          就労継続支援Ｂ型事業の利用者 

          令和３年度１１人、令和４年度７人 

      令和４年度末では、概ね目標に達しています。 

○目標値… 令和５年度に就労移行支援事業を通じて一般就労に移 

行する者のうち、就労定着支援事業利用者の割合 

７割以上 

○実 績… 令和３年度末の就労定着支援事業用者の割合 ５．４割 

      令和３年度末では、目標を下回っています。 
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   ウ 就労定着支援事業所のうち、職場定着率が８割以上の事業所の割合 

 

４．２割（６００人）の者が就労継続支援Ａ型を利用するこ

とを目指す。 

 

 

（２）第７期計画の目標値 

項  目 目標値 説    明 

福祉施設から一般

就労への移行者数 

２２７人 ① 令和８年度中に福祉施設利用者の

うち一般就労へ移行する者の人数 

１４１人 ①のうち就労移行支援事業の利用者で

一般就労へ移行する者の人数 

 ６７人 ①のうち就労継続支援Ａ型事業の利用

者で一般就労へ移行する者の人数 

 １４人 ①のうち就労継続支援Ｂ型事業の利用

者で一般就労へ移行する者の人数 

一般就労へ移行し

た利用者の割合が

５割以上の就労移

行支援事業所数の

割合 

５割以上  

就労定着支援事業

所の利用者数 

１８６人  

就労定着率が７割

以上の事業所数の

割合 

２割５分

以上 

 

 

国の基本指針では、 

・令和８年度中の一般就労への移行者数を令和３年度実績の１．２８倍以上 

上記のうち 

・就労移行支援事業利用者数を、令和３年度実績の１．３１倍以上 

・就労継続支援Ａ型事業利用者数を、令和３年度実績の１．２９倍以上 

・就労継続支援Ｂ型事業の利用者数を、令和３年度実績の１．２８倍以上 

とすることをそれぞれ基本としています。また、 

○目標値… 就労定着支援事業所のうち、職場定着率が８割以上の事

業所の割合について、全体の７割以上 

○実 績… 令和４年度末の職場定着率が８割以上の事業所の割合 

９３．８％ 

令和４年度末では、目標に達しています。 
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・就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就

労へ移行した者の割合が５割以上の事業所を、全体の５割以上 

・就労定着支援事業所の利用者数を、令和３年度実績の１．４１倍以上 

・就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事業所を、全体の２

割５分以上 

・協議会（就労支援部会等）を設けて取り組みを進める 

とすることを基本としています。 

 

本市では、既に自立支援協議会に就労支援部会を設置し、就労支援のため

の取り組みを進めております。また、国の基準に準じて、 

・一般就労への移行者数： 

令和３年度実績１７７人の１．２８倍である２２７人 

上記のうち、 

・就労移行支援事業利用者数： 

令和３年度実績１０８人の１．３１倍である１４１人 

・就労継続支援Ａ型事業利用者数： 

令和３年度実績５２人の１．２９倍である６７人 

・就労継続支援Ｂ型事業の利用者数： 

令和３年度実績１１人の１．２８倍である１４人 

を目標値とします。また、 

・就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就

労へ移行した者の割合が５割以上の事業所： 

当該年度における全就労移行支援事業所の５割以上 

・就労定着支援事業所の利用者数： 

令和３年度実績の１３２人の１．４１倍である１８６人 

・就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事業所： 

当該年度における全就労定着支援事業所の２割５分以上 

を目標値とします。 

※ 福祉施設の範囲 

就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、生活介護、 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

（３）施策の方向性 

  ア 障害者雇用企業等の開拓、職場実習受入企業の開拓、就労継続支援

事業所等の障害者の一般就労移行に向けた取り組みへの支援などを図

り、福祉施設から一般就労への移行を推進します。 
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  イ 一般就労している障害者同士が交流できる拠点の運営、就労支援事

業者による職場訪問等の職場定着支援活動への支援などを図り、障害

者の職場定着を推進します。 

 

  ウ 障害者優先調達の取り組みの推進、障害者が製作した商品の販売事

業の拡大、障害者就労施設が製作する商品の改良・開発、販売機会や

販路の拡大への支援などを図り、障害者就労施設で働く障害者の工賃

向上を推進します。 

 

エ 障害児に対する将来の就労と自立への基礎づくりを図るため、障害

児仕事体験事業を支援し、障害児の仕事体験活動への参加を推進する

とともに、岡山市役所において、特別支援学校高等部の職場体験実習

の受入れを行います。 

 

オ 労働局、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活

支援センター等の労働関係機関、特別支援学校、障害者自立支援協議

会、市民団体、民間企業との連携を深め、様々な就労支援活動や職場

における障害に対する理解を深めるための啓発活動を推進します。 

 

カ 就労全般にわたっての相談支援体制の充実を図ります。 

５ 障害児支援の提供体制の整備等 

（１）第２期計画の状況 

   ア 児童発達支援センターの設置数 

 

 

 

 

 

   イ 保育所等訪問支援を実施する事業所数 

 

 

 

 

 

 

○目標値… ５箇所ある児童発達支援センターについて、障害種別ご 

     との地域支援の実施状況をみながら、機能強化を図る。 

○実 績… 令和４年度末現在５箇所 

○目標値… 令和２年１０月現在、市内に１１箇所ある保育所等訪問 

支援を実施する事業所数を令和５年度末までに、１５箇所 

とすることを目指す。 

○実 績… 令和４年度末現在２１箇所 

目標に達しています。 
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   ウ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デ

イサービス事業所数 

 

４．２割（６００人）の者が就労継続支援Ａ型を利用するこ

とを目指す。 

 

 

 

   

   エ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

 

 

 

 

 

 

（２）第３期計画の目標値 

項  目 目 標 値 

児童発達支援センターの設置

数 

５箇所 

障害児の地域社会への参加・

包容（インクルージョン）の

推進、体制の検証 

保育所等訪問支援事業所を活用する 

・児童発達支援センター    ５箇所 

・障害児通所支援事業所   １６箇所 

主に重症心身障害児を支援す

る事業所数 

・児童発達支援事業所     ５箇所 

・放課後等デイサービス事業所 ７箇所 

医療的ケア児支援のための関

係機関の協議の場の機能充実

及びコーディネーターの配置 

・協議 １回／年以上（機能充実を図る） 

・コーディネーター ６人 

障害児入所施設からの移行調

整に係る協議の場の設置 

・令和８年度末までに協議の場を設置 

・協議 １回／年以上（設置後） 

 

○目標値… 令和２年１０月現在、市内にある主に重症心身障害児を 

支援する児童発達支援事業所２箇所、放課後等デイサービ 

ス事業所３箇所について、事業の実施状況を見ながら、身 

近な地域で支援を受けられるようにすることを目指す。 

○実 績… 令和４年度末現在、主に重症心身障害児を支援する児童 

発達支援事業所５箇所、放課後等デイサービス事業所７箇 

所 

○目標値… 保健・医療・福祉・保育・教育等の関係機関が連携を図 

るとともに、令和５年度末までに医療的ケア児等に関する 

コーディネーターを配置することを目指す。 

○実 績… 令和４年度末現在、医療的ケア児等に関するコーディ 

ネーターを６名配置 

自立支援協議会に設置した医療的ケア児ワーキンググ 

ループ等において関係機関が連携して協議等を実施 
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国の基本指針では、 

・令和８年度末までに児童発達支援センターを１箇所以上設置 

・令和８年度末までに児童発達支援センターや障害児通所支援事業所が保育

所等訪問支援等を活用しながら障害児の地域社会への参加・包容（インク

ルージョン）を推進する体制を構築 

・令和８年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及

び放課後等デイサービス事業所を 1箇所以上確保 

・医療的ケア児の支援のため、令和８年度末までに、保健、医療、福祉、保

育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、

医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置 

・障害児入所施設に入所している児童が１８歳以降、大人にふさわしい環境

へ円滑に移行できるように、令和８年度末までに移行調整に係る協議の場

を設置 

することを基本とするとされています。 

 

本市では、 

・児童発達支援センター（現在５箇所）について、障害種別ごとの実施状況

の検証による充実・機能強化 

・保育所等訪問支援を活用する児童発達支援センター（現在５箇所）や障害

児通所支援事業所（現在１６箇所）を通じた障害児の地域社会への参加・

包容（インクルージョン）の推進、体制の検証 

・主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所（令和４年度５箇所）

及び放課後等デイサービス事業所（令和４年度７箇所）について、事業の

実施状況の検証による充実・機能強化 

・自立支援協議会に設置している医療的ケア児ワーキンググループにおける

協議の充実 

・医療的ケア児等に関するコーディネーター（令和４年度６人）の継続配置 

・令和８年度末までに障害児入所施設に入所している児童が、大人にふさわ

しい環境へ円滑に移行するための移行調整に係る協議の場の設置 

を進めます。 

 

また、国の基本指針では、必要に応じて指定都市は、児童発達支援セン 

ター、特別支援学校等を活用し、難聴児支援のための中核機能を果たす体制

を確保するとともに、新生児聴覚検査から療育に繋げる連携体制の構築に向

けた取組みを進めることを基本とするとされています。 

本市においては、地域の実情やニーズ等の検証を行った上で、必要な体制

や取組について検討を行います。 
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（３）施策の方向性 

  ア 事業実施体制の中核である児童発達支援センターを中心とする療育

体制の充実を図ります。 

 

  イ 関係機関の情報共有、支援検討等の協議により、障害児が身近な地

域で必要な支援が受けられるよう、また、支援が乳幼児期から学齢期、

学齢期から成人期に円滑に引き継がれるように図ります。 

 

６ 相談支援体制の充実・強化等 

（１）第６期計画の状況 

    

 

 

（２）目 標 値 

項  目 目標値 説    明 

基幹相談支援センターによる

地域の相談支援体制の充実 

３０回／年 地域の相談機関との連携強

化の取組の実施回数 

自立支援協議会における、個

別事例の検討を通じた地域サ

ービスの基盤の開発・改善等 

３０回／年 協議会における相談支援事

業所の参画による事例検討

実施回数 

 

国の基本指針では、 

・令和８年度末までに基幹相談支援センターを設置し地域の相談支援体制の

強化を図る体制を確保 

・自立支援協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービスの基盤の

開発・改善等の取組を行うとともに取組のための体制を確保 

することを基本とするとされています。 

 

本市では、引き続き、 

・令和３年度に設置した基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の

充実 

・自立支援協議会における個別事例の検討を通じた地域サービスの改善等 

に取り組みます。 

○目標値… 令和５年度末までに基幹相談支援センターを設置し、 

総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体 

制の強化を実施する体制を確保する。 

○実 績… 令和３年度に基幹相談支援センターを設置 
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（３）施策の方向性 

  ア 相談支援実施体制の中核となる基幹相談支援センターにおいて、障

害の種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実

施を図ります。 

 

  イ 地域の相談支援事業所に対して、助言・指導を行い、相談支援の技

術向上を図るとともに、研修を実施するなど人材育成を行い、相談支

援体制の強化を図ります。 

 

７ 障害福祉サービス等の質の向上させるための取組に係る体

制の構築 

（１）第６期計画の状況 

    

 

 

（２）目 標 値 

項  目 目標値 説    明 

障害福祉サービスに係る各種

研修等の活用 

２７人 県等が実施する各種研修へ

の市職員の参加人数 

 

国の基本指針では、令和８年度末までに障害福祉サービス等の質を向上さ

せるための取組に関する事項を実施する体制を構築することを基本とすると

されています。 

本市では、障害福祉サービス等に係る各種研修の活用など、障害福祉サー

ビス等の質を向上させるための取組の充実を図ります。 

（３）施策の方向性 

  ア 職員の積極的な研修への参加を促し、職員の資質を高めることによ

り障害福祉サービスの質の向上を図ります。 

 

  イ 障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析・活用

し、事業所や関係自治体等と共有する体制の充実を図ります。 

○目標値… 令和５年度末までに障害福祉サービス等の質を向上さ 

せるための取組を実施する体制を構築する。 

○実 績… 自立支援協議会・基幹相談支援センターや県等を通じ

た各種研修の開催・協力・参加等により取組を実施 
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第３ 各年度における障害福祉サービス、地域相談支援、計画相 

談支援、障害児支援等の種類ごとの必要な量の見込みと見込量の確 

保のための方策 

第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画の実績、第７期障害福祉計画

及び第３期障害児福祉計画策定時の福祉に関するアンケート調査、本市の実情

などを勘案し、次のとおり、各年度における障害福祉サービス、地域相談支援、

計画相談支援、障害児支援の種類ごとの必要な量の見込みとその見込量の確保

のための方策を設定します。 

１ 訪問系サービス 

（１）実 績 

サービスの種類 単位 区分 
第 5 期計画 第 6 期計画 

30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 

居宅介護 

人／

月 

見込量 1,416 1,521 1,626 1,561 1,644 1,732 

実績 1,299 1,407 1,477 1,507 1,582  

時間

／月 

見込量 21,240 22,815 24,390 23,413 24,660 25,973 

実績 18,780 20,019 21,854 21,717 22,604  

重度訪問介護 

人／

月 

見込量 126 130 134 124 127 131 

実績 119 113 116 120 110  

時間

／月 

見込量 15,624 16,120 16,616 18,551 19,073 19,609 

実績 14,984 15,707 17,245 19,541 18,722  

同行援護 

人／

月 

見込量 100 103 106 121 125 130 

実績 116 116 116 120 127  

時間

／月 

見込量 2,100 2,163 2,226 2,545 2,634 2,726 

実績 2,394 2,161 2,287 2,327 2,607  

行動援護 

人／

月 

見込量 38 40 42 49 53 57 

実績 43 41 53 57 63  

時間

／月 

見込量 1,026 1,080 1,134 1,480 1,588 1,704 

実績 1,416 1,521 1,280 1,471 1,550  
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（２）現状と課題 

ア 訪問系サービスは、実績が伸びており、今後も地域生活への移行の進

展に伴い、居宅介護などのニーズは引き続き拡大すると考えられます。 

 

イ アンケート調査で施設入所者や入院中の障害者が地域生活で必要な支

援をたずねた設問（問２２）では、約３３％の人が「必要な在宅サービ

スが適切に利用できること」をあげています。 

 

  ウ 居宅介護は、障害者が地域生活を送っていくうえで重要なサービスで、

ニーズも拡大していますが、市周辺部に事業所が少なくサービスに結び

つきにくい状況があります。 

 

エ 視覚障害者を対象とする同行援護や知的障害者と精神障害者を対象と

する行動援護は、それぞれ利用者は限定されますが、アンケート調査で

外出するときに困ることをたずねた設問（問２７）では、約３３％の人

が「困った時にどうすればいいのか心配」をあげており、外出時におけ

る移動中の支援の必要性が高いと考えられます。 

 

オ 障害者の地域生活への移行を推進し、また、重度心身障害者や医療的

ケアが必要な方の自宅での生活を確保する観点から、引き続き、訪問系

サービスの拡充を図る必要があり、ヘルパーの量と質の拡大に向けた支

援を図ることが求められています。 
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（３）必要な見込量 

（単位 上段：人／月 下段：時間／月） 
サービスの種類      ６年度 ７年度 ８年度 

居宅介護 
１，７１１ 

２４，５４６ 

１，７７９ 

２５，５７９ 

１，８５０ 

２６，６５６ 

重度訪問介護 
１２０ 

１９，８００ 

１２０ 

１９，８００ 

１２０ 

１９，８００ 

同行援護 
１３５ 

２，９５９ 

１３９ 

３，１５２ 

１４３ 

３，３５９ 

行動援護 
８４ 

１，７６２ 

９８ 

１，８７８ 

１１３ 

２，００２ 

重度障害者等包括支援 
０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

 

（４）見込量確保のための方策 

ア 障害者制度全般にわたり、事業者の安定的運営を確保するとともに、

新規事業者の参入を促進するため、報酬単価の一層の改善に向けて、国

に対して要望していきます。 

 

イ 訪問系サービスのニーズの拡大に対応するとともに、サービスの質の

向上を図るため、障害者自立支援協議会等と協力し、研修会、講習会な

どの実施に取り組みます。 
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２ 日中活動系サービス 

（１）実 績 

サービスの種類 単位 区分 
第 5 期計画 第 6 期計画 

30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 

生活介護 

人／

月 

見込量 1,226 1,261 1,296 1,272 1,297 1,322 

実績 1,233 1,224 1,280 1,302 1,327  

時間

／月 

見込量 24,520 25,220 25,920 25,440 25,934 26,437 

実績 24,061 24,552 26,676 26,361 27,084  

 

 

サービスの種類 単位 区分 
第 5 期計画 第 6 期計画 

30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 

自立訓練     

(機能訓練) 

人／

月 

見込量 2 4 6 5 5 5 

実績 5 4 4 1 3  

人日

／月 

見込量 40 80 120 95 95 95 

実績 99 71 71 22 58  

自立訓練 

(生活訓練)※宿泊

型自立訓練を含む 

人／

月 

見込量 55 60 65 70 72 74 

実績 68 66 70 80 73  

人日

／月 

見込量 1,100 1,200 1,300 1,400 1,442 1,486 

実績 1,382 1,299 1,529 1,698 1,495  
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サービスの種類 単位 区分 
第 5 期計画 第 6 期計画 

30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 

就労移行支援   

人／月 
見込量 168 178 188 289 299 310 

実績 176 238 249 263 307  

人日／月 
見込量 2,856 3,026 3,196 4,627 4,789 4,957 

実績 2,714 3,613 4,184 4,291 4,784  

就労継続支援 

A 型 

人／月 
見込量 1,383 1,438 1,488 1,180 1,180 1,180 

実績 1,185 1,172 1,197 1,169 1,101  

人日／月 
見込量 27,660 28,760 29,760 23,600 23,600 23,600 

実績 23,660 23,338 25,081 24,305 22,959  

就労継続支援 

B 型 

人／月 
見込量 1,184 1,234 1,284 1,338 1,396 1,456 

実績 1,186 1,230 1,314 1,426 1,569  

人日／月 
見込量 21,312 22,212 23,112 24,086 25,123 26,204 

実績 19,897 21,113 24,209 24,631 27,334  

就労定着支援 人／月 
見込量 40 60 76 156 234 351 

実績 46 87 118 132 133  
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サービスの種類 単位 区分 
第 5 期計画 第 6 期計画 

30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 

療養介護 人／月 
見込量 165 165 165 170 170 170 

実績 166 166 165 172 177  

短期入所 

（福祉型） 

人／月 
見込量 205 221 237 320 336 353 

実績 256 216 217 228 310  

人日／月 
見込量 1,025 1,105 1,185 1,857 1,950 2,048 

実績 1,427 1,282 1,241 1,483 2,072  

短期入所 

（医療型） 

人／月 
見込量 81 88 95 77 82 87 

実績 61 10 43 19 35  

人日／月 
見込量 405 440 475 423 449 478 

実績 337 50 187 79 193  
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（２）現状と課題 

ア 生活介護は、増加傾向にあります。課題としては、市の周辺部には事

業所が少ない状況があります。 

 

イ 障害支援区分が区分３以上である者を対象とする生活介護及び生活介

護における入浴支援は、重度障害者の地域生活を支援するため、引き続

き、拡充を図る必要があります。 

 

ウ 強度行動障害や医療的ケア等、より支援が必要な方への生活介護の拡

充が求められています。 

 

エ 自立訓練（機能訓練）は、医療や他の支援で充足されないニーズや就

労へ向けた準備のニーズなども考えられますが、市内に事業所が少ない

状況です。 

 

オ 自立訓練（生活訓練）は、障害者が支援学校卒業、施設退所や病院か

らの退院などにより地域に移行・定着するための受け皿として、訓練や

相談・助言など、一定数の利用が見込まれます。 

 

カ 就労移行支援は、利便性の高い市の中心地域に事業所が増加したこと

もあり、利用者数が伸びています。 

 

キ 就労継続支援のうち、Ａ型は、運営基準の厳格化（平成 29 年厚生労働

省通知）により、利用者が減少しています。Ｂ型については、利用者が

伸びています。 

 

ク 就労定着支援は、平成３０年度から始まったサービスで、利用者は伸

びる傾向にありますが、伸び幅は落ち着きつつあります。また、就労し

たものの、サービス利用前などに離職してしまうケースも多数あります。 

 

ケ 短期入所は、障害者が地域生活を続けていくうえで、特に重要なサー

ビスです。介護者の一時的な休息のためのニーズも多く、今後も相当量

の利用が見込まれることから、引き続き、拡充を図る必要があります。 
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（３）必要な見込量 

（単位 上段：人／月 下段：人日／月） 
サービスの種類 ６年度 ７年度 ８年度 

生活介護 
１，４０１ 

２８，９５９ 

１，４３８ 

２９，９４５ 

１，４７８ 

３０，９６５ 

自立訓練 

（機能訓練） 

５ 

９５ 

５ 

９５ 

５ 

９５ 

自立訓練（生活訓練） 
※宿泊型自立訓練を含む 

８０ 

１，７００ 

８０ 

１，７００ 

８０ 

１，７００ 

就労選択支援 
０ 

０ 

１５ ３０ 

就労移行支援 
３６５ 

５，７８３ 

３９７ 

６，３５９ 

４３３ 

６，９９２ 

就労継続支援 

（Ａ型） 

１，０５７ 

２２，７８１ 

１，０３６ 

２２，６９３ 

１，０１５ 

２２，６０５ 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

１，８４６ 

３２，５５１ 

２，００２ 

３５，５２２ 

２，１７１ 

３８，７６４ 

就労定着支援 
１６０ 

- 

１７３ 

- 

１８６ 

- 

療養介護 
１８５ 

-  

１８９ 

-  

１９３ 

-  

短期入所 

（福祉型、医療型） 

４６９ 

３，２９１ 

５４７ 

３，９６６ 

６３７ 

４，７８１ 

 

（４） 見込量確保のための方策 

ア 施設や病院からの地域移行を図るために、生活介護、自立訓練（機能

訓練・生活訓練）が拡大されるよう、事業者への働きかけを行います。 

 

イ 職場実習受入企業の開拓、就労支援事業者（就労移行支援事業者、就

労継続支援事業者）が行う職場定着支援活動や一般就労に向けた取り組

みへの支援、及び事業所どうしの交流機会の提供等により、就労支援事

業者を支援します。 

 

ウ 短期入所は、地域での生活を安心して続けられるよう、緊急時に受け

入れる体制の整備を図ります。 
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３ 居住系サービス 

（１）実 績 

サービスの種類 単位 区分 
第 5 期計画 第 6 期計画 

30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 

自立生活援助 
人／

月 

見込量 10 15 20 19 23 29 

実績 0 6 13 20 13  

共同生活援助 
人／

月 

見込量 508 538 568 592 651 716 

実績 498 505 554 605 677  

施設入所支援 
人／

月 

見込量 586 583 580 562 559 555 

実績 578 565 570 583 563  
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（２） 現状と課題 

ア 共同生活援助の利用者数は、増加しています。地域生活への移行を推

進するためには、引き続き、共同生活援助の整備を進めるとともに、共

同生活援助から一人暮らしや家庭での生活への移行の支援を充実させる

必要があります。 

施設と世話人等の受け皿の確保とともに、支援内容の質の向上が求め

られています。 

 

イ 施設入所支援は、入所者の地域生活への移行推進のため、減少傾向と

なっていましたが、令和２年、３年度につき、利用者が増えています。   

今後、入所施設における受入数の減少傾向が見込まれる一方で、真に

施設入所支援を必要とする人が円滑にサービスの提供を受けることがで

きるよう、地域移行を推進するための体制を整える必要があります。 

 

（３）必要な見込量 

（単位：人／月） 
サービスの種類 ６年度 ７年度 ８年度 

自立生活援助 ２７ ３４ ４１ 

共同生活援助 ８２３ ９０８ １，００１ 

施設入所支援 ５４９ ５４２ ５３５ 

 

（単位 人） 

区 分 ６年度 ７年度 ８年度 

地
域
生
活 

支
援
拠
点
等 

設置箇所数 ３ ３ ３ 

コーディネーター配置人数 １０ １０ １０ 

機能充実に向けた検証・検討の実施 

回数 
１ １ １ 

 

（４） 見込量確保のための方策 

ア 福祉施設入所者の地域への移行を推進する観点から、原則として、新

たな入所施設の整備は行いませんが、強度行動障害等の重度障害者に対

する適切な支援や居場所の確保などサービス提供の体制確保を行います。 
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イ 共同生活援助の整備に当たっては、事業の優先度が高いことから、積

極的に事業者への働きかけを行っていきます。 

  日中サービス支援型事業者については、透明性や質を高めるため、自

立支援協議会へ実施状況の報告を行い、評価を受けるとともに、必要な

要望、助言等を聴く機会を確保します。 

 

ウ 訪問系・日中活動系サービスの他、共同生活援助、地域移行支援及び

地域定着支援等の拡充を図り、施設からの地域移行を推進します。 
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４ 相談支援 

（１）実 績 

サービスの種類 単位 区分 
第 5 期計画 第 6 期計画 

30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 

計画相談支援 人／月 
見込量 627 667 707 1,017 1,121 1,235 

実績 670 910 1,037 1,123 1,235  

地域移行支援 人／月 
見込量 3 5 7 15 23 34 

実績 6 6 6 11 16  

地域定着支援 人／月 
見込量 65 70 75 126 137 149 

実績 84 106 127 139 143  

 

（２） 現状と課題 

 

ア 複合課題を持つ困難ケース、強度行動障害者や医療的ケアなど専門性

が高い支援が必要なケースが増えてきています。 

 

イ 計画相談支援を受けず自分でサービス等利用計画を立てている障害者

のセルフプラン率は、令和４年度で３８．５％となっており、全国平均

（１５．６％）と比べて高い割合となっています。 

計画相談支援の利用者数は、増えてきていますが、障害者の抱える課

題の解決や適切なサービス利用を進めるために、計画相談支援を実施す

る体制の整備を進め、必要に応じて計画相談支援事業者が関わる体制と

する必要があります。 

 

ウ アンケート調査で「サービスを受けるときに困ること」をたずねた設

問（問３６）では、「どのようなサービスが利用できるのかわからない」

「事業者を選ぶための情報が少ない」との回答が約５３％ありました。 
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エ 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援を拡大していくためには、

サービス実施事業者を含めた地域相談支援体制全体の充実が必要です。 

 

オ 地域移行支援、地域定着支援は、施設や病院からの地域移行を図るた

めに、拡充する必要があります。 

 

（３）必要な見込量 

（単位：人／月） 
サービスの種類 ６年度 ７年度 ８年度 

計画相談支援 １，５１５ １，６７７ １，８５７ 

地域移行支援 ２６ ３１ ３６ 

地域定着支援 １５１ １５６ １６０ 

 

（４） 見込量確保のための方策 

ア 事業者の安定的運営を確保するとともに、新規事業者の参入を促進す

るため、報酬体系の見直し等について、国に対して要望していきます。 

 

イ 計画相談支援の実施が拡大されるよう、引き続き事業者に働きかけを

行うとともに、障害者自立支援協議会、相談支援事業所等と現状把握、

課題の整理等について協議を行いながら、実施体制の整備を進めます。 

 

ウ 基幹相談支援センターや医療機関、発達障害者支援センターとも連携

し、強度行動障害や医療的ケアなど、専門性の高い相談や困難ケースの

相談を含めた総合的・専門的な相談支援体制の充実を図ります。 

 

エ 障害者自立支援協議会等と協力し、新規事業者等への研修等による人

材育成を図るとともに、地域移行のネットワークの強化、社会資源の開

発及びサービス等利用計画などのサービスの質の向上に取り組みます。 

 

オ 地域移行支援及び地域定着支援の拡充を図り、施設からの地域移行を

推進します。 
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５ 障害児支援 

（１）実 績 

サービスの種類 単位 区分 
第 5 期計画 第 6 期計画 

30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 

児童発達支援 

人／

月 

見込量 1,082 1,112 1,132 1,786 1,965 2,162 

実績 1,354 1,428 1,548 1,688 1,859  

人日

／月 

見込量 6,492 6,672 6,792 10,719 11,791 12,970 

実績 7,707 8,121 9,598 10,207 11,351  

医療型児童発達支援 

人／

月 

見込量 10 10 10 5 5 5 

実績 3 2 0 0 1  

人日

／月 

見込量 60 60 60 45 45 45 

実績 15 19 0 0 1  

放課後等デイサービ

ス 

人／

月 

見込量 1,490 1,690 1,905 2,287 2,515 2,767 

実績 1,618 1,771 2,092 2,333 2,743  

人日

／月 

見込量 10,430 11,830 13,335 18,293 20,123 22,135 

実績 12,303 14,773 16,706 18,465 22,044  

保育所等訪問支援 

人／

月 

見込量 35 40 45 36 40 44 

実績 24 12 26 33 43  

人日

／月 

見込量 56 64 72 65 72 79 

実績 44 26 49 73 95  

居宅訪問型児童発達

支援 

人／

月 

見込量 5 10 15 5 5 5 

実績 0 0 0 1 2  

人日

／月 

見込量 30 60 90 30 30 30 

実績 0 0 0 5 10  

障害児入所施設 

(福祉型・医療型） 

人／

月 

見込量 105 105 105 80 80 80 

実績 88 78 78 68 71   

障害児相談支援 
人／

月 

見込量 228 268 308 300 346 398 

実績 197 226 288 296 360   

医療的ケア児に対する関連

分野の支援を調整するコー

ディネーターの配置人数 

人 

見込量 2 3 4 5 6 7 

実績 0 0 0 6 6   

保育所・認定こども園 

（障害児） 
人 

見込量 623 685 753 1,303 1,337 1,370 

実績 877 952 1,079 1,156 1,203   

放課後児童健全育成

事業（障害児） 
人 

見込量 639 689 719 728 750 773 

実績 611 675 729 818 856   
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（２）現状と課題 

ア 児童発達支援、放課後等デイサービスは、日常生活における基本的な

動作の習得や集団生活に適応するための訓練等、障害児の発達を支援す

るために重要です。 

 

イ 特に放課後等デイサービスの利用は増加しています。事業所も増加し

ていますが、支援内容の質の向上が求められています。 

 

ウ 放課後等デイサービスにおいては、障害児に必要な支援を行う上で学

校・サービス提供事業所・相談支援事業所・保護者など関係者間の情報

交換・情報共有といった連携がいっそう重要になってきています。 
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エ アンケート調査で「サービスを受けるときに困ること」をたずねた設

問（問２７）では、「事業者を選ぶための情報が少ない」との回答が約

５４％ありました。また、自由記述においても、情報や手続きについて

の意見が多くありました。 

 

オ 障害児相談支援を受けず保護者が障害児支援利用計画を立てている

セルフプラン率は、令和４年度で約７４％となっており、全国平均（令

和４年度２８．９％）と比べて高い割合となっています。 

障害児の抱える課題の解決や適切なサービス利用を進めるために、障

害児相談支援を実施する体制の整備を進めるとともに、学校園などの関

係機関との連携を深めることにより障害児相談支援事業者が関わる体

制とする必要があります。 

 

カ 医療的ケア児は、医学の進歩を背景として増加しており、在宅で暮ら

せるよう、人数やニーズの把握、医療等との調整・連携が必要になって

います。 

 

（３）必要な見込量 

（単位 上段：人／月 下段：人日／月） 

サービスの種類 ６年度 ７年度 ８年度 

児童発達支援 
２，２１６ 

１４，２１７ 

２，４２０ 

１５，９１０ 

２，６４３ 

１７，８０６ 

医療型児童発達支援 
５ 

４５ 

５ 

４５ 

５ 

４５ 

放課後等デイサービス 
３，７９２ 

３１，４１８ 

４，４５８ 

３７，５０７ 

５，２４２ 

４４，７７７ 

保育所等訪問支援 
７３ 

１６１ 

９５ 

２０９ 

１２４ 

２７２ 

居宅訪問型 

児童発達支援 

５ 

３０ 

５ 

３０ 

５ 

３０ 

障害児入所施設 

（福祉型・医療型） 

８０ 

-  

８０ 

-  

８０ 

-  

障害児相談支援 
４９５ 

-  

５８１ 

-  

６８１ 

-  

 

（単位 人） 

種 別 ６年度 ７年度 ８年度 

医療的ケア児に対する関連分野の

支援を調整するコーディネーター

の配置人数 

６ ６ ６ 
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（単位 人） 

種 別      ６年度 ７年度 ８年度 

保育所・認定こども園（障害児） １,４３８ １,５０９ １，５８４ 

放課後児童健全育成事業（障害児） ９１１ ９４７ ９８５ 

 

（４）見込量確保のための方策 

ア 障害児通所支援の質の向上に向けて、事業実施体制の中核である児童

発達支援センターの充実を図ります。 

     

  イ 障害者自立支援協議会等と協議しながら、障害児の保護者の方に障害

児通所支援に関する情報が提供できるよう図ります。 

 

ウ 障害児相談支援事業の実施が拡大されるよう、引き続き事業者に働き

かけを行っていきます。 

    また、保健・医療・福祉・教育等の関係機関と連携を図るための協議

の場において、情報の共有や支援の検討などの協議を進めていきます。 

 

エ 障害児相談支援については、障害者自立支援協議会、相談支援事業所

等と現状把握、課題の整理等について協議を行いながら、実施体制の整

備を進めていきます。 

   

  オ 保育園・幼稚園・認定こども園では、専用保育室を備えた障害児保育

拠点園や、その他の園で、障害児への保育や教育を行います。保育士等

や支援員の加配、専門の講師等の巡回指導や訪問指導の実施、研修の充

実等により、障害児保育、特別支援教育の拡充を図ります。 

 

  カ 放課後児童健全育成事業については、障害児支援にかかる職員の配置

及び研修の実施、また、バリアフリー化や静養スペースの確保等により、

利用を希望する障害児の受入れを進めていきます。 

 

  キ 医療的ケア児については、医療的ケア児等コーディネーター等支援者

研修を実施し、コーディネーターを配置することで専門的な相談や医療

等との連携調整等ができる体制の充実を図ります。 
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６ 発達障害者等に対する支援 

（１）実 績 

項 目 単位 区分 
第 5 期計画 第 6 期計画 

30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 

発達障害者支援地域協議

会の開催 
回 

見込量 1 1 1 1 1 1 

実績 1 0 1 1 1  

発達障害者支援センター

による相談支援 
件 

見込量 3,360 3,600 3,840 2,600 2,600 2,600 

実績 2,591 2,592 2,530 2,995 3,475  

発達障害者支援センター及

び発達障害者地域支援マネ

ジャーの関係機関への助言 

件 

見込量 60 70 80 80 80 80 

実績 41 52 30 80 67  

発達障害者支援センター及

び発達障害者地域支援マネ

ジャーの外部機関や地域住

民への研修、啓発 

件 

見込量 100 100 100 80 80 80 

実績 121 82 56 73 77  

ペアレントトレーニングやペ

アレントプログラム等の支援

プログラム等の受講者数 

人／

年 

見込量 
- - - 

70 70 70 

実績 - - - 28 43  

ペアレントメンターの人数 
人／

年 

見込量 - - - 12 12 12 

実績 - - - 12 15  

ピアサポートの活動への参

加人数 

人／

年 

見込量 - - - 3 3 3 

実績 - - - 0 1  

 

（２）現状と課題 

ア 発達障害者への支援については、発達障害者の自立を目指し、早期発

見・支援の取り組みや教育、医療、保健、福祉等の関係機関と連携した

支援の充実を図る必要があります。 

 

イ 乳幼児期から成人期までの各ライフステージに応じた切れ目のない支

援を行う支援体制整備を図る必要があります。 

 不適切な支援が繰り返されると、強度行動障害などの困難な状況に陥る 

場合もあります。支援にあたっては、発達障害の特性の理解と基本的スキ 

ルを獲得する必要があります。 

 

ウ 発達障害者やその家族が安心して生活できるよう、発達障害に対する

理解を地域全体に広めるための普及啓発や支援に関わる者の資質向上を
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図る必要があります。 

 

（３）必要な見込量 

 
項 目       ６年度 ７年度 ８年度 

発達障害者支援地域協議会の開催 

（開催回数） 
1 1 1 

発達障害者支援センターによる相談支

援（相談件数） 
２，８００ ２，８００ ２，８００ 

発達障害者支援センター及び発達障害

者地域支援マネジャーの関係機関への

助言（助言件数） 

８０ ９０ １００ 

発達障害者支援センター及び発達障害者

地域支援マネジャーの外部機関や地域住

民への研修、啓発（研修・啓発研修件数） 
８０ ８０ ８０ 

ペアレントトレーニングやペアレント

プログラム等の支援プログラム等の受

講者数 

５０ ５０ ５０ 

ペアレントメンターの人数 

 
１５ １５ １５ 

ピアサポートの活動への参加人数 

 
３ ３ ３ 

 

（４）見込量確保のための方策 

ア 発達障害者のニーズを踏まえ、専門的な相談支援の充実とともに発達障

害者支援センターを核とした体制整備の強化を図るため発達障害者支援

地域協議会の推進に努めます。 

  

イ 発達障害の正しい理解や支援のあり方について普及啓発に努めるとと

もに、地域との協働や支援に携わる人への研修などの充実に取り組みます。 

 

ウ 発達障害者支援センターは、職員の専門性の向上を図り、保健・福祉・

教育へのコンサルテーションや後方支援に努めます。 

  

  エ 強度行動障害など対応困難な事例において、自閉症スペクトラム障害

などの発達障害の支援が有効な場合には、発達障害者支援センターや医

療、福祉、教育等の専門職員が連携し、事例解決に向けて、技術指導や

研修を行います。 
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７ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

（１）実 績 

項   目 単位 
区分 第５期計画 第６期計画 

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

保健、医療及び福祉関係者に

よる協議の場の開催回数 
回 

見込量 - - - 1 1 1 

実績 - 1 1 1 1   

保健、医療及び福祉関係者に

よる協議の場への関係者の

参加者数 

人 

見込量 - - - 15 15 15 

実績 
 - 9 8 13 11   

保健、医療及び福祉関係者に

よる協議の場での目標設定

及び評価の実施回数 

回 

見込量 - - - 1 1 1 

実績 
 - 0 0 0 0   

精神障害者の地域移行支援

の利用者数 
人／月 

見込量 - - - 7 7 7 

実績 5 6 4 11 15   

精神障害者の地域定着支援

の利用者数 
人／月 

見込量 - - - 84 92 100 

実績 64 80 104 108 111   

精神障害者の共同生活援助

の利用者数 
人／月 

見込量 - - - 134 147 162 

実績 113 105 115 124 159   

精神障害者の自立生活援助

の利用者数 
人／月 

見込量 - - - 10 10 10 

実績 0 6 11 14 11   

 

（２）現状と課題 

ア 地域移行支援の利用者数は徐々に増えつつありますが、日常的に活用

される状況にはないため、今後も利用を促進していく必要があります。 

 

イ 地域移行を推進するにあたっては、住まいの確保が重要ですが、共同

生活援助の利用者数は横ばいとなっています。 

 

（３）必要な見込量 

 
項 目      ６年度 ７年度 ８年度 

保健、医療及び福祉関係者による協議

の場の開催（開催回数） 
１ １ １ 

保健、医療及び福祉関係者による協議

の場への関係者の参加（参加者数） 
１５ １５ １５ 

保健、医療及び福祉関係者による協議の

場での目標設定及び評価の実施（回数） 
１ １ １ 
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項 目       ６年度 ７年度 ８年度 

精神障害者の地域移行支援の利用者

数（人／月） 
１０ １０ １０ 

精神障害者の地域定着支援の利用者

数（人／月） 
１２８ １４８ １７１ 

精神障害者の共同生活援助の利用者

数（人／月） 
１７４ １９１ ２０９ 

精神障害者の自立生活援助の利用者

数（人／月） 
１０ １０ １０ 

精神障害者の自立訓練（生活訓練）の

利用者数（人／月） 
３５ ３５ ３５ 

 

（４）見込量確保のための方策 

ア 精神科病院への長期入院患者の実態調査を継続して実施し、地域移行支

援を必要とする長期入院者の現状・課題の把握に努めます。 

  

イ 地域移行支援の利用を促進するため、地域移行連絡会や、自立支援協議

会の地域部会における地域移行ワーキングを継続して開催し、医療機関と

相談支援事業所との連携強化を図ります。 

 

ウ 新たな長期入院者を増やさないため、医療機関への退院後支援計画導入

の働きかけを継続して行うとともに、研修や事例検討等を通じて退院後支

援の枠組みの理解を促進し、退院支援における一貫した体制を構築します。 

 

エ 共同生活援助の整備に当たっては、事業の優先度が高いことから、積 

極的に事業者への働きかけを行っていきます。 
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８ 相談支援体制の充実・強化のための取組 

（１）実 績 

項   目 単位 区分 
第５期計画 第６期計画 

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

障害の種別や各種のニーズに対

応できる総合的・専門的な相談支

援の実施見込 

有無 

見込量 
- - - 有 有 有 

実績 有 有 有 有 有  

地域の相談支援事業者への訪問

等による専門的な指導・助言件数 
件 

見込量 - - - 36 36 36 

実績 36 36 36 49 62  

地域の相談支援事業者の人材育

成の支援件数 
件 

見込量 - - - 12 12 12 

実績 9 11 3 8 5  

地域の相談機関との連携強化の

取り組みの実施回数 
回 

見込量 - - - 2 2 2 

実績 2 1 1 1 3  

 

（２）現状と課題 

ア 相談支援実施体制の中核となる基幹相談支援センターを令和３年度に

に設置し、地域の相談支援事業所に対する助言・指導による相談支援の

技術向上や、人材育成のための研修実施などによる相談支援体制の強化

を図っています。 

 

イ 新規参入する地域の相談支援事業所が少なく、既存の相談支援事業所

は新規ケースを受ける余裕がないため、結果としてセルフプラン率が減

少しにくい状況となっています。 

 

 

（３）必要な見込量 

 
項 目       単位 ６年度 ７年度 ８年度 

基幹相談支援センターの設置 有無 有 有 有 

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る 

地
域
の
相
談
支
援
体
制
の
強
化 

 

地域の相談支援事業者への訪問等に

よる専門的な指導・助言件数 

件
４０ ５０ ６０ 

地域の相談支援事業所の人材育成の

支援件数 

件
１５ ２０ ２０ 

地域の相談機関との連携強化の取組

の実施回数 

回
３０ ３０ ３０ 

個別事例の支援内容検証の実施回数 回 ４０ ５０ ６０ 

主任相談支援専門員の配置数 人 ４ ４ ４ 
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項 目       ６年度 ７年度 ８年度 

協
議
会
に
お
け
る
個
別
事
例
の
検
討
を
通
じ

た
地
域
の
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
開
発
・
改
善 

協議会における相談支援事業所の参

画による事例検討実施回数 
３０ ３０ ３０ 

協議会における相談支援事業所の参

画による事例検討参加事業者・機関数 
７０ ７０ ７０ 

協議会の専門部会の設置数 ９ ９ ９ 

協議会の専門部会の実施回数 １２０ １２０ １２０ 

主任相談支援専門員の配置数 １１ １２ １３ 

 

（４）見込量確保のための方策 

ア 基幹相談支援センター及び地域生活支援拠点において、定期的に人材育

成研修やＯＪＴ研修を行います。 

 

イ 自立支援協議会の地域部会を通じて、相談支援事業所の参画による事例

検討を行います。また、協議会に現在設置している８の専門部会を通じて

地域のサービス基盤の開発・改善のための調査・研究を行うとともに、地

域移行推進のための新たな部会の設置を目指します。 
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９ 障害福祉サービスの質を向上させるための取組 

（１）実 績 

項   目 単位 区分 
第５期計画 第６期計画 

30年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 

都道府県等が実施する各種研修

への市職員の参加人数 

人 見込量 - - - 27 27 27 

実績 33 27 7 0 27  

障害者自立支援審査支払等シス

テム等による分析結果を活用し

て事業所や関係自治体と共有す

る体制の有無と共有回数 

有無・回 

 

見込量 - - - 有・1 有・1 有・1 

実績 有・1 有・1 有・0 有・0 有・1  

 

（２）現状と課題 

ア 令和２，３年度は研修の開催・受講が難しい状況でしたが、令和４年

度は平常時の状況に戻っています。制度改正への対応や人事異動もあり、

市職員の制度に対する正しい理解及び対応への質の向上が求められてい

ます。 

 

イ 障害者自立支援審査支払等システムからデータを抽出・分析し、主に

事業所の体制面における過誤請求事例について、事業所と共有し、指導

に使用しています。 

 

（３）必要な見込量 

 
項 目       ６年度 ７年度 ８年度 

県等が実施する各種研修への市職員

の参加人数 
２７ ２７ ２７ 

障害者自立支援審査支払等システム等に

よる分析結果を活用して事業所や関係自

治体と共有する体制の有無と共有回数 

有・１ 有・１ 有・１ 

 

（４）見込量確保のための方策 

ア 市職員に対し、各種研修への積極的な参加、及び、受講者による研修内

容の職場内へのフィードバックを促します。 

 

イ 監査前の基礎資料としての活用や、集団指導時に過去の過誤請求事例と

の比較分析をする等、システムから抽出されるデータの重要度を高めてい

くことで、有用性を確保します。 
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第４ 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項      

第６期計画の実績、第７期計画策定時の福祉に関するアンケート調査、本市

の実情などを勘案し、次のとおり、各年度における地域生活支援事業の種類ご

との必要な量の見込みとその見込量の確保のための方策を設定します。 

１ 実 績 

事 業 名 区分 
第５期計画 第６期計画 

30 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

理解促進研修・啓発事業 

（実施の有無） 

見込量 有 有 有 有 有 有 

実績 有 有 有 有 有  

自発的活動支援事業 

（実施の有無） 

見込量 有 有 有 有 有 有 

実績 有 有 有 有 有  

相
談
支
援
事
業 

障害者相談支援事業 

(実施箇所数) 

見込量 18 18 18 14 14 14 

実績 18 18 16 17 17  

基幹相談支援センター 

 (実施の有無) 

見込量 有 有 有 有 有 有 

実績 有 有 有 有 有  

基幹相談支援センター等機

能強化事業(実施の有無) 

見込量 有 有 有 有 有 有 

実績 有 有 有 有 有  

住宅入居等支援事業 

(実施の有無) 

見込量 有 有 有 有 有 有 

実績 有 有 有 有 有  

成年後見制度利用支援事業 

（年間利用者数） 

見込量 25 25 25 30 30 30 

実績  17  33 33 26 18  

成年後見制度法人後見支援事業 

（実施の有無） 

見込量 有 有 有 有 有 有 

実績 有 有 有 有 有  

意
思
疎
通
支
援
事
業 

手話通訳者・要約筆記者

派遣事業 

（月派遣件数） 

見込量 115 121 127 130 135 140 

実績 141 129 121 130 130  

手話通訳設置事業 

（実配置者数） 

見込量 5 5 5 5 5 5 

実績 5 5 5 5 5  
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事 業 名 区分 
第５期計画 第６期計画 

30 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

(

年
間
給
付
件
数)  

介護・訓練支援用具 
見込量 30 30 30 40 40 40 

実績 30 40 23 25 41  

自立生活支援用具 
見込量 83 83 83 80 80 80 

実績 76 65 77 70 85  

在宅療養等支援用具 
見込量 104 104 104 100 100 100 

実績 89 94 133 62 84   

情報・意思疎通支援

用具 

見込量 180 180 180 160 160 160 

実績 157 132 133 101 107   

排泄管理支援用具 
見込量 15,269 16,032 16,834 15,000 15,000 15,000 

実績 14,201 14,424 14,554 14,621 14,851   

居宅生活動作補助用

具 

見込量 22 22 22 20 20 20 

実績 12 14 10 14 15   

手話奉仕員養成研修事業 

（実養成講習修了者数） 

見込量 100 100 100 140 140 140 

実績 130 148 80 68 91   

移
動
支
援
事
業

(

月
利
用
者
数)  

(月実利用者数) 
見込量 667 682 697 680 680 680 

実績 663 650 570 576 625   

（月延利用時間数） 
見込量 9,672 9,889 10,107 9,000 9,000 9,000 

実績 8,839 7,943 7,128 7,027 8,238   

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー 

(

月
利
用
者
数)  

Ⅰ
型 

（実施箇所数） 
見込量 7 7 7 7 7 7 

実績 7 7 7 7 7   

(月実利用者

数) 

見込量 90 90 90 90 90 90 

実績 71 75 73 68 71   

Ⅱ
型 

（実施箇所数） 
見込量 12 12 12 8 8 8 

実績 12 12 10 6 7   

(月実利用者

数) 

見込量 100 100 100 90 90 90 

実績 69 60 43 28 29   

Ⅲ
型 

（実施箇所数） 
見込量 7 7 7 6 6 6 

実績 7 6 6 6 8   

(月実利用者

数) 

見込量 100 100 100 80 80 80 

実績 81 74 73 71 49   

発
達
障
害
者 

支
援
セ
ン
タ
ー

運
営
事
業 

(実施箇所数) 
見込量 1 1 1 1 1 1 

実績 1 1 1 1 1   

(月利用者数) 
見込量 80 90 100 217 217 217 

実績 215 216 210 250 290   
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事 業 名 区分 
第５期計画 第６期計画 

30 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

障害児等療育支援事業 

(実施箇所数) 

見込量 7 7 7 7 7 7 

実績 7 7 7 7 8   

専
門
性
の
高
い
意
思
疎
通
支
援
を
行
う
者
の

養
成
事
業
（
資
格
取
得
者
数
） 

手話通訳者養成研修

事業 

見込量 2 2 2 4 4 4 

実績 4 5 3 4 2   

要約筆記者養成研修

事業 

見込量 3 3 3 4 4 4 

実績 3 7 6 4 4   

盲ろう者向け通訳・

介助員養成研修事業 

見込量 4 4 4 5 5 5 

実績 7 6 0 4 6   

失語症者向け意思疎

通支援者養成研修事

業（資格取得者数） 

見込量 - - - 20 20 20 

実績 
- - - 

17 24   

専
門
性
の
高
い
意
思
疎
通
支
援
事
業
を
行
う
者
の

派
遣
事
業
（
年
間
実
利
用
件
数
） 

手話通訳者派遣事業 
見込量 8 8 8 15 15 15 

実績 11 19 14 9 8   

要約筆記者派遣事業 
見込量 9 9 9 20 20 20 

実績 20 26 16 17 23   

盲ろう者向け通訳・

介助員派遣事業 

見込量 226 226 226 200 200 200 

実績 228 134 72 99 102   

失語症者向け意思疎

通支援者養成研修事

業（資格取得者数） 

見込量 
- - - 

5 5 5 

実績 - - - 7 7   

広

域

的

な

支

援

事

業 

精
神
障
害
者
地
域
生
活
支
援 

広
域
調
整
等
事
業 

地域生活支援広域調整会議

等事業（協議会開催件数） 

見込量 1 1 1 1 1 1 

実績 0 1 1 1 1   

地域移行・生活支援事業

（ピアサポート従事者数） 

見込量 20 20 20 20 20 20 

実績 18 30 19 13 11   

災害時心のケア体制整備

事業 

（専門相談員配置の有無） 

見込量 
- - - 

有 有 有 

実績 - - - 1 2  

発達障害者支援地域協議会による

体制整備事業（協議会開催件数） 

見込量 1 1 1 1 1 1 

実績 1 0 0 1 1   

日中一時支援事業 

(月利用者数) 

見込量 1,202 1,307 1,412 1,200 1,200 1,200 

実績 1,034 1,130 1,073 1,110 1,184   

福祉ホーム事業(月利用者数) 
見込量 15 15 15 16 16 16 

実績 16 16 16 17 17   

         

         



- 85 - 
 

事 業 名 区分 
第５期計画 第６期計画 

30 年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

社
会
参
加
促
進
事
業 

スポーツ大会・教室開催

(年間参加者数) 

見込量 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 

実績 1,257 1,174 0 264 713   

芸術・文化開催 

(年間応募者数) 

見込量 300 300 300 400 400 400 

実績 414 441 423 340 249   

点字・声の広報発行 

(年間発行回数) 

見込量 32 34 32 34 32 34 

実績 32 34 32 34 32   

自動車運転免許取得助成

(年間取得件数) 

見込量 11 11 11 19 19 19 

実績 16 28 27 24 25   

自動車改造費助成 

(年間助成件数) 

見込量 40 40 40 45 45 45 

実績 56 37 42 32 15   
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２ 現状と課題 

  ア 地域移行のネットワークの強化や地域の社会資源の開発、サービス等

利用計画の質の向上、障害者虐待防止のネットワークの強化などを図る

ため、基幹相談支援センターの設置や障害者自立支援協議会などの体制

をさらに充実・強化する必要があります。 

 

イ 手話通訳者・要約筆記派遣事業の実績は、やや減少したものの、一定

の水準を保っております。一方、養成研修の実施が滞った事業もあり、

今後、聴覚障害者が気軽に外出しやすい環境を整えるため、意思疎通支

援事業の拡充を図る必要があります。 

 

ウ 移動支援事業の実績は、やや減少したものの、令和４年度には回復傾

向にあり、ニーズも高いと考えられます。 

 

エ 地域活動支援センターは、障害者に対する創作的活動や生産活動の提

供などの事業を行っています。近年の実績は減少傾向となっていますが、

今後の傾向も見据えつつ、必要量の確保が求められます。 

 

オ 日中一時支援事業の実績は、一度減少したものの、いち早く回復して

おり、高い利用水準となっています。障害者の介護者を支援するサービ

スとして、サービスの質の向上を図る必要があります。 

 

３ 必要な見込量 

事     業     名 
見  込  量 

６年度 ７年度 ８年度 

理解促進研修・啓発事業 

（実施の有無） 

 

有 

 

有 

 

有 

自発的活動支援事業 

（実施の有無） 

 

有 

 

有 

 

有 
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事     業     名 
見  込  量 

６年度 ７年度 ８年度 

相
談
支
援
事
業 

障害者相談支援事業 

（実施見込箇所数） 

 

１７ 

 

１７ 

 

１７ 

基幹相談支援センター 

（設置の有無） 

 

有 

 

有 

 

有 

相談支援機能強化事業 

（実施の有無） 

 

有 

 

有 

 

有 

住宅入居等支援事業 

（実施の有無） 

 

有 

 

有 

 

有 

成年後見制度利用支援事業 

（年間実利用見込者数） 

 

３０ 

 

３０ 

 

３０ 

成年後見制度法人後見支援事業 

（実施の有無） 

 

有 

 

有 

 

有 

意
思
疎
通 

 

支
援
事
業 

 

手話通訳者・要約筆記者派遣事業

（月実利用見込件数） 

 

１３１ 

 

１３２ 

 

１３２ 

手話通訳者設置事業 

（実設置見込者数） 

 

５ 

 

５ 

 

５ 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護・訓練支援用具 

（年間給付見込件数） 

 

５０ 

 

５５ 

 

６０ 

自立生活支援用具 

（年間給付見込件数） 

 

１０３ 

 

１１４ 

 

１２６ 

在宅療養等支援用具 

（年間給付見込件数） 

 

９８ 

 

１０５ 

 

１１４ 

情報・意思疎通支援用具 

（年間給付見込件数） 

 

９５ 

 

８９ 

 

８４ 

排泄管理支援用具 

（年間給付見込件数） 

 

15,143 

 

15,291 

 

15,441 

居宅生活動作補助用具（住宅改修

費）（年間給付見込件数） 

 

１７ 

 

１８ 

 

１９ 

手話奉仕員養成研修事業 

（実養成講習修了見込者数） 

 

１２０ 

 

１３０ 

 

１４０ 

移動支援事業 

（月実利用見込者数） 

 

６８０ 

 

６８０ 

 

６８０ 

    〃     

（月延べ利用見込時間数） 

 

9,000 

 

9,000 

 

9,000 
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事     業     名 
見  込  量 

６年度 ７年度 ８年度 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー 

地域活動支援センターⅠ型 

（実施見込箇所数） 

 

７ 

 

７ 

 

７ 

   〃           

（月実利用見込者数） 

 

８０ 

 

８０ 

 

８０ 

地域活動支援センターⅡ型 

（実施見込箇所数） 

 

 ８ 

 

 ８ 

 

８ 

   〃           

（月実利用見込者数） 

 

７０ 

 

７０ 

 

７０ 

地域活動支援センターⅢ型 

（実施見込箇所数） 

 

８ 

 

８ 

 

８ 

   〃           

（月実利用見込者数） 

 

８０ 

 

８０ 

 

８０ 

発達障害者支援センター運営事業 

（実施見込箇所数） 

 

１ 

 

１ 

 

１ 

     〃      

（月実利用見込者数） 

 

２３０ 

 

２３０ 

 

２３０ 

障害児等療育支援相談事業 

（実施見込箇所数） 

 

９ 

 

９ 

 

１０ 

専
門
性
の
高
い
意
思
疎
通
支
援

を
行
う
者
の
養
成
研
修
事
業 

手話通訳者養成研修事業 

（資格取得者数） 

 

４ 

 

４ 

 

４ 

要約筆記者養成研修事業 

（資格取得者数） 

 

４ 

 

４ 

 

４ 

盲ろう者向け通訳・介助員養成研修

事業（資格取得者数） 

 

５ 

 

５ 

 

５ 

失語症者向け意思疎通支援者養

成研修事業（資格取得者数） 

 

２０ 

 

２０ 

 

２０ 

専
門
性
の
高
い
意
思
疎
通
支

援
を
行
う
者
の
派
遣
事
業 

 

手話通訳者派遣事業 

（年間実利用見込件数） 

 

１５ 

 

１５ 

 

１５ 

要約筆記者派遣事業 

（年間実利用見込件数） 

 

２０ 

 

２０ 

 

２０ 

盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

（年間実利用見込件数） 

 

２００ 

 

２００ 

 

２００ 

失語症者向け意思疎通支援者派遣事

業（年間実利用見込件数） 

 

７ 

 

７ 

 

７ 
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事     業     名 
見  込  量 

６年度 ７年度 ８年度 

広

域

的

な

支

援

事

業 

精
神
障
害
者
地
域
生
活

支
援
広
域
調
整
事
業 

地域生活支援広域調整会議

等事業（協議会の開催見込数） 

１ １ １ 

地域移行・地域生活支援事業 

(ピアサポート従事者見込数) 

４０ ５０ ６０ 

災害時心のケア体制整備事業（専

門相談員配置の有無） 

有 有 有 

発達障害者支援地域協議会による体

制整備事業（協議会開催見込数） 

１ １ １ 

日中一時支援事業 

（月実利用見込件数） 

 

1,224 

 

1,245 

 

1,266 

福祉ホーム事業 

（月実利用見込件数） 

 

１７ 

 

１７ 

 

１７ 

社
会
参
加
促
進
事
業 

スポーツ大会・教室開催 

（年間参加見込者数） 

 

1,300 

 

1,300 

 

1,300 

文化芸術作品コンテスト開催 

（応募見込者数） 

 

４００ 

 

４００ 

 

４００ 

点字・声の広報発行 

（年間発行見込回数） 

３２ ３４ ３２ 

自動車運転免許取得助成 

（年間取得見込件数） 

 ２５ ２５ ２５ 

自動車改造費助成 

（年間助成見込件数） 

４５ ４５ ４５ 

 

（４）見込量確保のための方策 

ア 地域の相談支援の拠点として位置づけられる基幹相談支援センターを

設置し、相談支援機能強化事業所や地域生活支援拠点と連携し、地域の

相談支援体制の充実を図っていきます。 

 

イ 地域移行のネットワークの強化や地域の社会資源の開発、サービス等

利用計画の質の向上、障害者虐待防止のネットワークの強化などを推進

します。 

 

ウ 障害者自立支援協議会については、基幹相談支援センターが運営する

ことにより体制の充実を図ります。  
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エ 意思疎通支援事業の拡充を図るため、手話通訳者・要約筆記者・盲ろ

う者通訳ガイドヘルパーの養成及び派遣事業の拡充に取り組んでいきま

す。 

  

オ  移動支援事業は、必要な人が利用できるよう、引き続き拡充に取り組

んでいきます。 

 

カ 判断能力が十分ではない障害者の法的地位を確保し、財産や権利を保

護する成年後見制度の啓発を行います。 

 

キ 障害者自立支援協議会等を通じた研修、指導等により、日中一時支援

事業等のサービスの質の向上を図ります。 

 

ク 障害者の社会参加の促進と市民の障害に対する理解を深めるため、障

害者やその家族、地域住民等による自発的活動を支援するとともに、ス

ポーツ、文化芸術などの活動をさらに充実させるよう努めます。 
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第５ 障害福祉計画及び障害児福祉計画の実施体制と達成状況の

点検及び評価  

  障害福祉計画及び障害児福祉計画の着実な推進のために、第２で定めた目

標について、第３及び第４で定めた各年度における障害福祉サービス、地域

相談支援、計画相談支援、障害児支援、地域生活支援事業の種類ごとの必要

な量の見込み等を活動指標とし、目標及び活動指標の実績を把握し、評価す

るとともに、障害福祉施策や関連施策の動向も踏まえながら、必要があると

認められる場合は障害福祉計画及び障害児福祉計画の見直しを実施する体制

を整備します。 

１ 目標と活動指標 

 ◆目標と活動指標を次のとおり整理します。 

目    標 活 動 指 標 

福祉施設の入所者の地域生

活への移行 

・地域生活移行者数 

・施設入所者数の減 

 

 

○居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動

援護の利用者数、利用時間数 

○生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、 

短期入所（福祉型、医療型）の利用者数、

利用日数 

○自立生活援助、共同生活援助の利用者数 

○地域相談支援（地域移行支援、地域定着支

援）の利用者数 

○施設入所支援の利用者数 

地域生活支援の充実 

・地域生活支援拠点等が有

する機能の充実 

・強度行動障害を有する障

害者の支援体制の充実 

○地域拠点の設置箇所数、コーディネーター

配置人数、機能充実に向けた検証・検討の

実施回数 
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目    標 活 動 指 標 

福祉施設から一般就労への移行 

・福祉施設から一般就労へ

の移行者数 

・利用者が一般就労への移

行した就労移行支援事業

所数の割合 

・就労定着支援事業の利用

者数 

・就労定着支援事業所の定

着率 

○就労移行支援、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）、

就労選択支援の利用者数、利用日数 

○就労定着支援事業の利用者数 

障害児支援の提供体制の整備等 

・児童発達支援センターの

設置数 

・障害児の地域社会への参

加・包容推進体制の構築 

・主に重症心身障害児を支

援する児童発達支援事業

所及び放課後等デイサー

ビスを実施する事業所数 

・医療的ケア児支援のための関

係機関の協議の場の設置及び

コーディネーターの配置 

・障害児入所施設からの移行調

整に係る協議の場の設置 

○児童発達支援、医療型児童発達支援、放課

後等デイサービス、保育所等訪問支援、居

宅訪問型児童発達支援の利用者数、利用日

数 

○障害児入所施設（医療型、福祉型）の入所

者数 

○障害児相談支援の利用者数 

〇医療的ケア児に対する関連分野の支援を調

整するコーディネーターの配置人数 

相談支援体制の充実・強化等 

・基幹相談支援センターに

よる地域の相談支援体制

の充実 

・自立支援協議会における、

個別事例の検討を通じた

地域サービスの基盤の開

発・改善等 

○地域の相談支援事業者への専門的な指導・

助言件数 

○地域の相談支援事業者の人材育成支援件数 

〇地域の相談機関との連携強化の取組の実施

回数 

○個別事例の支援内容検証の実施回数 

○主任相談支援専門員の配置数 

障害福祉サービス等の質を向上

させるための取組に係る体制の

構築 

・障害福祉サービスに係る

各種研修等の活用 

〇県等が実施する各種研修への市職員の参加

人数 

〇障害者自立支援審査支払等システム等によ

る分析結果を活用して事業所や関係自治体

と共有する体制の有無と共有回数 
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２ 評価のスケジュール 

目標及び活動指標の評価及びそれに伴う見直し等については、おおむ 

ね次のスケジュールにより行います。 

   庁外機関としては、障害者施策推進協議会又は障害者自立支援協議会 

等を想定し、調整します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）５～７月 進捗状況調査 

    前年度の進捗状況の調査・分析を行います。 

（２）７月 庁内推進会議における課題等の整理 

    調査・分析に基づき、課題等の整理を行います。 

 （３）８月 庁外機関による進捗状況確認及び意見集約 

    進捗状況、課題等を報告し、意見を集約します。  

 （４）８～９月 事業化等の方針検討 

    進捗状況や意見を踏まえ、事業化の方針を検討します。 

 （５）１０月 庁内推進会議における事業化案の検討 

    事業化の方針に沿って、事業化案について検討します。 

 （６）２月 庁内推進会議における事業化案の確認 

事業化案について進捗状況を確認します。 

 （７）２～３月 庁外機関による次年度の取り組みの確認及び意見集約 

    次年度の取り組みについて報告し、意見を集約します。  


